
	
　
　
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
―
―
陳
述
書
の
利
用
を
め
ぐ
る
議
論
を
手
が
か
り
に

池
　
邊

　
摩

　
依

は
じ
め
に

第
一
章

　
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障

　
第
一
節

　
わ
が
国
の
民
事
手
続
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障

　
第
二
節

　
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
保
障
内
容

　
第
三
節

　
小
括

第
二
章

　
陳
述
書
の
利
用

　
第
一
節

　
陳
述
書
を
め
ぐ
る
議
論

　
第
二
節

　
問
題
の
所
在

論

　
　

 

説
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――陳述書の利用をめぐる議論を手がかりに

　
第
三
節

　
小
括

第
三
章

　
陳
述
書
利
用
の
場
面
で
の
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請

　
第
一
節

　
争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
陳
述
書

　
　
一
．
弁
論
兼
和
解
手
続
か
ら
弁
論
準
備
手
続
へ
の
整
備

　
　
二
．
弁
論
準
備
手
続
に
お
け
る
陳
述
書

　
第
二
節

　
証
拠
調
べ
に
お
け
る
陳
述
書

　
第
三
節

　
小
括

お
わ
り
に

　
　
は
じ
め
に

　
民
事
訴
訟
手
続
に
は
、
双
方
審
尋
主
義
、
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
、
直
接
主
義
、
書
面
主
義
、
公
開
主
義
と
い
っ
た
諸
原
則
が
妥

当
し
て
お
り
、こ
の
う
ち
、双
方
審
尋
主
義
は
、「
訴
訟
審
理
に
お
い
て
は
公
平
な
判
決
を
す
る
た
め
、当
事
者
双
方
に
自
己
の
言
い
分（
攻

撃
防
御
方
法
）
を
尽
く
す
機
会
が
平
等
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
１
）

こ
と
を
内
容
と
し
、
最
も
基
礎
的
な
手
続
原
則
で
あ
る
と

解
さ
れ
る
。
当
事
者
公
開
主
義
は
、
公
開
主
義
の
一
側
面
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
手
続
の
当
事
者
に
、
相
手
方
当
事
者

や
裁
判
所
の
訴
訟
行
為
を
含
む
、
手
続
の
状
態
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
要
請
す
る
手
続
原
則
で
あ
り
、
こ
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
、
双

方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
た
め
の
前
提
を
な
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
判
決
を
下
さ
れ
る
当
事
者
が
、
そ
の
判
決
の
前

に
、
判
決
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
お
よ
び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
近
代
法
治
国
家

論　　説
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第
三
節

　
小
括

第
三
章

　
陳
述
書
利
用
の
場
面
で
の
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請

　
第
一
節

　
争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
陳
述
書

　
　
一
．
弁
論
兼
和
解
手
続
か
ら
弁
論
準
備
手
続
へ
の
整
備

　
　
二
．
弁
論
準
備
手
続
に
お
け
る
陳
述
書

　
第
二
節

　
証
拠
調
べ
に
お
け
る
陳
述
書

　
第
三
節

　
小
括

お
わ
り
に

　
　
は
じ
め
に

　
民
事
訴
訟
手
続
に
は
、
双
方
審
尋
主
義
、
処
分
権
主
義
、
弁
論
主
義
、
直
接
主
義
、
書
面
主
義
、
公
開
主
義
と
い
っ
た
諸
原
則
が
妥

当
し
て
お
り
、こ
の
う
ち
、双
方
審
尋
主
義
は
、「
訴
訟
審
理
に
お
い
て
は
公
平
な
判
決
を
す
る
た
め
、当
事
者
双
方
に
自
己
の
言
い
分（
攻

撃
防
御
方
法
）
を
尽
く
す
機
会
が
平
等
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
１
）

こ
と
を
内
容
と
し
、
最
も
基
礎
的
な
手
続
原
則
で
あ
る
と

解
さ
れ
る
。
当
事
者
公
開
主
義
は
、
公
開
主
義
の
一
側
面
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
手
続
の
当
事
者
に
、
相
手
方
当
事
者

や
裁
判
所
の
訴
訟
行
為
を
含
む
、
手
続
の
状
態
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
要
請
す
る
手
続
原
則
で
あ
り
、
こ
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
、
双

方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
た
め
の
前
提
を
な
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
判
決
を
下
さ
れ
る
当
事
者
が
、
そ
の
判
決
の
前

に
、
判
決
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
お
よ
び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
近
代
法
治
国
家

論　　説
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に
お
け
る
公
正
手
続
の
核
心
を
な
す
。
し
か
し
、
形
式
的
に
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
だ
け
で
は
、
法
治
国
原
理
の
要
請
に
十
分

応
え
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
に
、
意
見
を
述
べ
る
前
提
と
し
て
、
手
続
の
開
始
、
対
象
、
裁
判
所
お
よ
び
相
手

方
当
事
者
の
訴
訟
行
為
を
含
む
、
そ
の
時
々
の
審
理
の
内
容
が
知
ら
さ
れ
、
そ
の
意
味
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
、
意
見
を
表
明
す
る

機
会
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
、
実
質
的
に
双
方
審
尋
主
義
の
要
請
に
か
な
う
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
双
方
審
尋
主
義
の
不
可
欠
の
前
提
を
な
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
は
当
事
者
公
開
主
義
を
一
般
的
に
定
め
る
規
定
は
な
い
も
の
の
、
第
一
章
で
見
て
い
く
通
り
、
当
事
者
公

開
主
義
は
、
民
事
裁
判
手
続
に
お
い
て
通
用
す
る
原
則
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
明
治
二
三
年
制
定
の
民
事
訴
訟
法
の
時
代
か
ら
、
わ
が
国

の
民
事
訴
訟
法
の
母
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（Zivilprozessordnung

〔
以
下
「
Ｚ
Ｐ
Ｏ
」
と
略
す
〕）
の
条
文
や
学
説
を
参
照

し
つ
つ
、
そ
の
内
容
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
民
事
裁
判
手
続
の
個
別
の
場
面
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
具
体

的
な
要
請
に
つ
い
て
、
包
括
的
な
検
討
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
、
近
時
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
積
極
的
に
活
用
さ

れ
て
い
る
「
陳
述
書
」
を
め
ぐ
り
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
種
々
の
問
題
も
、
本
稿
で
見
て

い
く
通
り
、
当
事
者
公
開
主
義
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
陳
述
書
の
問
題
も
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
未
だ
十

分
に
分
析
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
裁
判
実
務
に
お
け
る
陳
述
書
の
利
用
を
、
当
事
者
公
開
主
義
が
問
題
と
な
り
う
る
場
面
の
ひ
と
つ
と
し
て
取

り
上
げ
、
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
検
討
を
加
え
た
い
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
ド
イ
ツ

民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
（G

rundsatz der Parteiöffentlichkeit

）
の
保
障
内
容
を
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。
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――陳述書の利用をめぐる議論を手がかりに

　
　
第
一
章

　
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障

　
　
第
一
節

　わ
が
国
の
民
事
手
続
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障

　
⑴

　
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
は
、
は
じ
め
に
で
触
れ
た
通
り
、
明
治
二
三
年
の
民
事
訴
訟
法
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
母
法
と
し

た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
と
は
異
な
り
、

（
２
）

当
事
者
公
開
主
義
を
一
般
的
に
定
め
た
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
に
見
て
い
く
通
り
、
当

事
者
公
開
主
義
に
は
、
民
事
裁
判
手
続
に
お
い
て
当
然
に
通
用
す
る
手
続
原
則
と
し
て
、
種
々
の
文
献
が
言
及
し
て
き
て
い
る
。

　
⑵

　
最
も
古
く
は
、
松
岡
義
正
博
士
が
、
一
九
二
四
年
公
刊
の
『
民
事
証
拠
論
』
で
、「
当
事
者
は
、
証
拠
調
べ
に
立
ち
会
う
こ
と

が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
を
参
照
し
つ
つ
、
当
事
者
公
開
主
義
に
言
及
す
る
。
そ
こ
で
は
、
当
事
者
が
証
拠
調
べ
に

立
ち
会
う
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
当
事
者
公
開
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
わ
が
国
の
民
訴
法
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
に
相
当
す
る
規

定
は
な
い
も
の
の
、
当
事
者
へ
の
通
知
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
提
と
し
て
当
事
者
の
立
会
権
を
是
認
し
て
い
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

（
３
）

　
戦
後
で
は
、
山
木
戸
克
己
博
士
が
、
一
九
五
九
年
発
表
の
論
文
「
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
権
」
に
お
い
て
、
や
は
り
ド
イ
ツ
法
を
参

照
し
つ
つ
、
裁
判
手
続
に
お
い
て
当
事
者
の
立
会
権
や
記
録
閲
覧
権
を
認
め
る
建
前
は
当
事
者
公
開
主
義
と
呼
ば
れ
る
と
述
べ
る
。

（
４
）

特

に
「
当
事
者
が
弁
論
を
尽
く
す
た
め
に
は
審
理
状
況
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
そ
の
完
全
を
期
す
る
た
め
に
は
審
理
の
あ

ら
ゆ
る
機
会
に
こ
れ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
立
会
権
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
解
し
、「
ド
イ
ツ
法
は
証
拠
調
に
つ

い
て
も
立
会
権
を
明
定
し
て
お
り
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
五
七
条
一
項
）、
わ
が
法
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
規
定
を
欠
く
け
れ
ど
も
異
な

る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
論
じ
て
お
り
、

（
５
）

現
在
の
わ
が
国
の
民
事
手
続
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
概
念
の
基
礎
を
与
え
て
い
る
。

　
近
時
で
は
、
木
川
統
一
郎
博
士
が
、
一
九
九
四
年
公
表
の
、
生
田
美
弥
子
弁
護
士
と
の
共
著
論
文
「
鑑
定
人
の
鑑
定
準
備
作
業
に
お

論　　説
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第
一
章

　
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障

　
　
第
一
節

　わ
が
国
の
民
事
手
続
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
保
障

　
⑴

　
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
は
、
は
じ
め
に
で
触
れ
た
通
り
、
明
治
二
三
年
の
民
事
訴
訟
法
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
母
法
と
し

た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
と
は
異
な
り
、

（
２
）

当
事
者
公
開
主
義
を
一
般
的
に
定
め
た
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
に
見
て
い
く
通
り
、
当

事
者
公
開
主
義
に
は
、
民
事
裁
判
手
続
に
お
い
て
当
然
に
通
用
す
る
手
続
原
則
と
し
て
、
種
々
の
文
献
が
言
及
し
て
き
て
い
る
。

　
⑵

　
最
も
古
く
は
、
松
岡
義
正
博
士
が
、
一
九
二
四
年
公
刊
の
『
民
事
証
拠
論
』
で
、「
当
事
者
は
、
証
拠
調
べ
に
立
ち
会
う
こ
と

が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
を
参
照
し
つ
つ
、
当
事
者
公
開
主
義
に
言
及
す
る
。
そ
こ
で
は
、
当
事
者
が
証
拠
調
べ
に

立
ち
会
う
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
当
事
者
公
開
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
わ
が
国
の
民
訴
法
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
に
相
当
す
る
規

定
は
な
い
も
の
の
、
当
事
者
へ
の
通
知
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
提
と
し
て
当
事
者
の
立
会
権
を
是
認
し
て
い
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

（
３
）

　
戦
後
で
は
、
山
木
戸
克
己
博
士
が
、
一
九
五
九
年
発
表
の
論
文
「
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
権
」
に
お
い
て
、
や
は
り
ド
イ
ツ
法
を
参

照
し
つ
つ
、
裁
判
手
続
に
お
い
て
当
事
者
の
立
会
権
や
記
録
閲
覧
権
を
認
め
る
建
前
は
当
事
者
公
開
主
義
と
呼
ば
れ
る
と
述
べ
る
。

（
４
）

特

に
「
当
事
者
が
弁
論
を
尽
く
す
た
め
に
は
審
理
状
況
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
そ
の
完
全
を
期
す
る
た
め
に
は
審
理
の
あ

ら
ゆ
る
機
会
に
こ
れ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
立
会
権
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
解
し
、「
ド
イ
ツ
法
は
証
拠
調
に
つ

い
て
も
立
会
権
を
明
定
し
て
お
り
（
ド
イ
ツ
民
訴
法
三
五
七
条
一
項
）、
わ
が
法
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
規
定
を
欠
く
け
れ
ど
も
異
な

る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
論
じ
て
お
り
、

（
５
）

現
在
の
わ
が
国
の
民
事
手
続
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
概
念
の
基
礎
を
与
え
て
い
る
。

　
近
時
で
は
、
木
川
統
一
郎
博
士
が
、
一
九
九
四
年
公
表
の
、
生
田
美
弥
子
弁
護
士
と
の
共
著
論
文
「
鑑
定
人
の
鑑
定
準
備
作
業
に
お

論　　説
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け
る
当
事
者
公
開
原
則
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
やSchnapp

（
シ
ュ
ナ
ッ
プ
）
の
論
文
等
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法

の
規
定
や
学
説
を
参
照
し
つ
つ
、
当
事
者
公
開
主
義
を
考
察
す
る
。

（
６
）

そ
こ
で
も
、
当
事
者
公
開
主
義
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
通
用
す
る

こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
当
事
者
公
開
主
義
が
保
障
す
る
権
利
内
容
と
し
て
、
当
事
者
が
裁
判
所
の
全
て
の
行
為
を
知

る
権
利
、
当
事
者
が
訴
訟
記
録
を
閲
覧
す
る
権
利
お
よ
び
当
事
者
が
口
頭
弁
論
に
出
席
す
る
権
利
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）

　
現
在
の
一
般
的
な
体
系
書
に
お
い
て
も
、
当
事
者
公
開
主
義
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、「
当
事
者
は
、
証
拠
調
べ
に
同
席
し
、

自
ら
取
調
べ
に
あ
た
っ
た
り
（
証
人
尋
問
の
場
合
）、
結
果
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を
当
事
者
公
開
主
義
と

呼
ぶ（

８
）と

か
、「
当
事
者
公
開
主
義
は
、
当
事
者
が
攻
撃
防
御
方
法
を
尽
く
す
た
め
に
は
、
相
手
方
や
裁
判
所
の
訴
訟
行
為
を
含
む
審
理

の
状
況
や
訴
訟
資
料
の
内
容
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
当
事
者
が
知
り
、
手
続
に
関
与
す
る
機
会
を
与
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
」
し
、「
双
方
審
尋
主
義
を
実
質
化
す
る
た
め
の
原
則
で
あ
る
」

（
９
）

な
ど
と
言
わ
れ
る
。

　
⑶

　
以
上
の
概
観
か
ら
は
、
当
事
者
公
開
主
義
が
、
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
証
拠
調
べ
へ
の
立
会
権
等

に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
、
裁
判
所
お
よ
び
相
手
方
当
事
者
の
訴
訟
行
為
を
含
む
、
裁
判
手
続
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
保

障
す
る
手
続
原
則
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
続
い
て
、
陳
述
書
を
め
ぐ
る
議
論
に
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
分
析
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
た
め
の
基

礎
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
保
障
内
容
を
参
照
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
お

け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
議
論
の
際
に
は
、
右
に
見
て
き
た
通
り
、
一
貫
し
て
ド
イ
ツ
法
が
手
が
か
り
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、

加
え
て
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
の
母
法
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
は
、
当
事
者
公
開
の
根
拠
条
文
が
あ
り
、
こ
れ
を
巡
っ
て
判

例
お
よ
び
学
説
に
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
よ
り
も
ず
っ
と
豊
富
な
当
事
者
公
開
を
巡
る
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
保
障
内
容
を
見
た
上
で
（
本
章
第
二
節
）、
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陳
述
書
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
を
分
析
し
（
第
二
章
）、
最
後
に
、
陳
述
書
が
利
用
さ
れ
る
場
面
で
の
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
（
第
三
章
）。

　
　
第
二
節

　ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
保
障
内
容

　
⑴

　
わ
が
国
が
明
治
二
三
年
制
定
の
民
事
訴
訟
法
の
時
代
以
来
、
母
法
と
し
て
参
照
し
て
き
た
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
学
説
で

は
、
一
般
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
が
、
当
事
者
公
開
の
根
拠
条
文
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。）

（1
（

Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
は
、「
当
事
者
公
開

（Parteiöffentlichkeit

）」
と
の
見
出
し
を
付
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

【
Ｚ
Ｐ
Ｏ	

三
五
七
条
（
当
事
者
公
開
）】

　
　
一
項

　
当
事
者
は
、
証
拠
調
べ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
二
項

　
証
拠
調
べ
が
、
受
訴
裁
判
所
の
構
成
員
ま
た
は
他
の
裁
判
所
に
嘱
託
さ
れ
る
と
き
は
、
期
日
の
指
定
は
、
裁
判
所
が
送
達

を
命
じ
な
い
か
ぎ
り
、
特
別
な
方
式
に
よ
ら
ず
に
当
事
者
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郵
便
に
よ
る
送
付
に
つ
い
て
は
、

通
知
の
効
力
は
、
当
事
者
が
そ
の
通
知
が
到
達
し
て
い
な
い
こ
と
ま
た
は
遅
れ
た
時
期
に
到
達
し
た
こ
と
を
疎
明
し
な
い
か
ぎ
り
、
当

事
者
の
住
居
が
同
一
郵
便
配
達
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
郵
便
に
付
し
た
翌
日
に
、
ま
た
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
郵
便
に
付
し
た
第
二
日

目
に
あ
た
る
平
日
に
生
ず
る
も
の
と
す
る
。）

（（
（

　
こ
う
し
た
規
定
を
背
景
に
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
領
域
で
は
一
般
に
、
当
事
者
公
開
原
則
は
、
当
事
者
に
、
口
頭
弁
論
、
特
に
証

拠
調
べ
へ
の
立
会
権
を
保
障
し
、
そ
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
に
当
事
者
へ
の
通
知
を
義
務
づ
け
、
さ
ら
に
、
当
事
者
に
、
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陳
述
書
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
を
分
析
し
（
第
二
章
）、
最
後
に
、
陳
述
書
が
利
用
さ
れ
る
場
面
で
の
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
（
第
三
章
）。

　
　
第
二
節

　ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
保
障
内
容

　
⑴

　
わ
が
国
が
明
治
二
三
年
制
定
の
民
事
訴
訟
法
の
時
代
以
来
、
母
法
と
し
て
参
照
し
て
き
た
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
学
説
で

は
、
一
般
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
が
、
当
事
者
公
開
の
根
拠
条
文
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。）

（1
（

Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
七
条
は
、「
当
事
者
公
開

（Parteiöffentlichkeit

）」
と
の
見
出
し
を
付
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

【
Ｚ
Ｐ
Ｏ	

三
五
七
条
（
当
事
者
公
開
）】

　
　
一
項

　
当
事
者
は
、
証
拠
調
べ
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
二
項

　
証
拠
調
べ
が
、
受
訴
裁
判
所
の
構
成
員
ま
た
は
他
の
裁
判
所
に
嘱
託
さ
れ
る
と
き
は
、
期
日
の
指
定
は
、
裁
判
所
が
送
達

を
命
じ
な
い
か
ぎ
り
、
特
別
な
方
式
に
よ
ら
ず
に
当
事
者
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郵
便
に
よ
る
送
付
に
つ
い
て
は
、

通
知
の
効
力
は
、
当
事
者
が
そ
の
通
知
が
到
達
し
て
い
な
い
こ
と
ま
た
は
遅
れ
た
時
期
に
到
達
し
た
こ
と
を
疎
明
し
な
い
か
ぎ
り
、
当

事
者
の
住
居
が
同
一
郵
便
配
達
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
郵
便
に
付
し
た
翌
日
に
、
ま
た
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
郵
便
に
付
し
た
第
二
日

目
に
あ
た
る
平
日
に
生
ず
る
も
の
と
す
る
。）

（（
（

　
こ
う
し
た
規
定
を
背
景
に
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
領
域
で
は
一
般
に
、
当
事
者
公
開
原
則
は
、
当
事
者
に
、
口
頭
弁
論
、
特
に
証

拠
調
べ
へ
の
立
会
権
を
保
障
し
、
そ
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
、
裁
判
所
に
当
事
者
へ
の
通
知
を
義
務
づ
け
、
さ
ら
に
、
当
事
者
に
、
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記
録
閲
覧
権
を
保
障
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。）

（1
（

記
録
閲
覧
権
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
九
条）

（1
（

に
別
個
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
立
会

権
を
補
完
し
立
会
権
と
並
ん
で
手
続
の
透
明
性
を
確
保
す
る
権
利
と
し
て
、
当
事
者
公
開
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
当
事
者
公
開

原
則
が
保
障
す
る
権
利
の
ひ
と
つ
に
数
ら
れ
て
お
り
、
特
に
、
書
面
手
続
に
お
け
る
記
録
閲
覧
権
は
、
口
頭
手
続
に
お
け
る
立
会
権
に

対
応
す
る
権
利
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
証
人
尋
問
の
際
の
発
問
権
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
九
七
条
））

（1
（

も
ま
た
、
当
事
者
公
開
の

規
定
と
解
さ
れ
て
お
り
、
当
事
者
公
開
は
、
当
事
者
の
た
め
に
手
続
の
透
明
性
を
確
保
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
当
事
者
に
、
自
身
に
か

か
わ
る
裁
判
手
続
の
主
体
と
し
て
の
地
位
を
保
障
す
る
こ
と
を
も
要
請
す
る
原
則
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。）

（1
（

　
⑵

　
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
学
説
に
お
い
て
、
当
事
者
公
開
原
則
は
、
法
的
審
尋
請
求
権
（A

nspruch auf rechtliches G
ehör

）
と

の
関
係
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。）

（1
（

当
事
者
公
開
の
目
的
は
、法
的
審
尋
請
求
権
行
使
の
た
め
の「
可
能
な
か
ぎ
り
最
善
の（bestm

öglich

）」

要
件
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
定
式
化
も
見
ら
れ
る
。）

（1
（

法
的
審
尋
請
求
権
は
、ボ
ン
基
本
法
（G

rundgesetz

）
一
〇
三
条
一
項
に
、

「
何
人
も
、
裁
判
所
の
面
前
に
お
い
て
、
法
的
審
尋
を
請
求
す
る
権
利
（A

nspruch auf rechtliches G
ehör

）
を
有
す
る
」
と
規
定
さ

れ
、）

（1
（

判
例
お
よ
び
学
説
に
お
い
て
一
般
に
、
裁
判
を
受
け
る
者
が
、
裁
判
を
下
さ
れ
る
前
に
、
裁
判
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
お
よ
び

証
拠
調
べ
の
結
果
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
を
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い

る
。）

（1
（

こ
の
よ
う
な
構
造
か
ら
、
種
々
の
場
面
で
、
そ
の
時
々
の
事
情
に
応
じ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
当
事
者
公
開
の
条
文
お
よ
び
そ
の

解
釈
は
、
常
に
、
法
的
審
尋
請
求
権
の
要
請
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。）

11
（

　
⑶

　
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
、
当
事
者
公
開
原
則
は
、
当
事
者
の
立
会
権
等
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
法
的

審
尋
請
求
権
の
実
現
の
た
め
の
前
提
を
確
保
す
る
手
続
原
則
と
解
さ
れ
て
お
り
、
個
別
の
場
面
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
要
請

す
る
。）

1（
（

　
第
一
に
、
当
事
者
公
開
は
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
に
手
続
へ
の
立
会
権
を
保
障
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、

わが国の民事訴訟法における当事者公開主義の保障内容
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裁
判
所
は
当
事
者
に
期
日
を
通
知
す
る
義
務
を
負
う
。
例
外
的
に
、
立
会
権
を
保
障
で
き
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
、
医
師
に
よ
る
身
体

検
査
の
場
合
な
ど
、
立
会
権
を
保
障
す
る
こ
と
が
同
時
に
基
本
権
へ
の
侵
害
と
な
る
場
合
に
は
、
立
会
権
に
代
え
て
、
事
後
的
な
情
報

付
与
と
そ
れ
に
基
づ
く
発
問
の
機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
、
当
事
者
公
開
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
例
外
と
し
て
、
立
会
権
の
排
除
・
制
限
が
許
容
さ
れ
う
る
ケ
ー
ス
は
、
次
の
三
つ
の
類
型
に
整
理
で
き
る
。

　
ま
ず
、
右
述
の
よ
う
な
、
立
会
権
の
保
障
が
同
時
に
基
本
権
へ
の
侵
害
と
な
る
場
合
に
は
、
立
会
権
は
、
基
本
権
の
保
護
に
必
要
な

範
囲
で
、
制
限
ま
た
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
真
実
発
見
の
要
請
や
、
手
続
の
簡
易
・
迅
速
の
要
請
に
対
し
て
、
立
会
権
が
後
退
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
に
は
議

論
が
あ
る
。
こ
の
と
き
顧
慮
す
べ
き
点
と
し
て
、
当
事
者
の
協
力
可
能
性
の
観
点
と
、
証
拠
調
べ
の
再
実
施
可
能
性
の
観
点
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
特
に
、
当
事
者
が
手
続
に
立
ち
会
う
こ
と
で
、
手
続
の
経
過
お
よ
び
結
果
に
ど
れ
だ
け
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
、
当
事
者
の
協
力
可
能
性
の
観
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
血
液
検
査
な
ど
、
当

事
者
の
立
会
い
が
調
査
の
経
過
お
よ
び
結
果
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
立
会
権
の
制
限
が
許
容
さ
れ
や
す

く
な
る
一
方
で
、
建
築
物
の
検
分
な
ど
の
場
合
に
は
、
当
事
者
に
立
会
権
を
保
障
し
て
、
調
査
す
べ
き
場
所
や
調
査
の
方
法
、
慎
重
さ

な
ど
に
影
響
を
及
ぼ
す
機
会
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
評
価
に
傾
き
や
す
い
。

　
最
後
に
、
車
両
の
走
行
実
験
や
重
火
器
の
性
能
調
査
な
ど
、
実
験
施
設
で
の
調
査
の
場
合
に
は
、
施
設
の
大
き
さ
や
安
全
の
確
保
と

い
っ
た
実
際
上
の
理
由
か
ら
、
当
事
者
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
な
く
調
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
当
事

者
の
立
会
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
評
価
し
う
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
あ
た
る
専
門
家
は
、
調
査
に
あ
た
っ
て
、
調
査
方
法
を

適
切
に
選
択
し
、
鑑
定
意
見
に
お
い
て
、
調
査
経
過
を
あ
と
付
け
可
能
か
つ
再
実
施
可
能
な
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
調
査
の
経
過
が
定
型
的
な
た
め
当
事
者
の
協
力
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
の
二
点
を
主
な
根
拠
と
し
て
、
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裁
判
所
は
当
事
者
に
期
日
を
通
知
す
る
義
務
を
負
う
。
例
外
的
に
、
立
会
権
を
保
障
で
き
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
、
医
師
に
よ
る
身
体

検
査
の
場
合
な
ど
、
立
会
権
を
保
障
す
る
こ
と
が
同
時
に
基
本
権
へ
の
侵
害
と
な
る
場
合
に
は
、
立
会
権
に
代
え
て
、
事
後
的
な
情
報

付
与
と
そ
れ
に
基
づ
く
発
問
の
機
会
の
保
障
に
よ
っ
て
、
当
事
者
公
開
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
例
外
と
し
て
、
立
会
権
の
排
除
・
制
限
が
許
容
さ
れ
う
る
ケ
ー
ス
は
、
次
の
三
つ
の
類
型
に
整
理
で
き
る
。

　
ま
ず
、
右
述
の
よ
う
な
、
立
会
権
の
保
障
が
同
時
に
基
本
権
へ
の
侵
害
と
な
る
場
合
に
は
、
立
会
権
は
、
基
本
権
の
保
護
に
必
要
な

範
囲
で
、
制
限
ま
た
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
真
実
発
見
の
要
請
や
、
手
続
の
簡
易
・
迅
速
の
要
請
に
対
し
て
、
立
会
権
が
後
退
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
に
は
議

論
が
あ
る
。
こ
の
と
き
顧
慮
す
べ
き
点
と
し
て
、
当
事
者
の
協
力
可
能
性
の
観
点
と
、
証
拠
調
べ
の
再
実
施
可
能
性
の
観
点
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
特
に
、
当
事
者
が
手
続
に
立
ち
会
う
こ
と
で
、
手
続
の
経
過
お
よ
び
結
果
に
ど
れ
だ
け
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
、
当
事
者
の
協
力
可
能
性
の
観
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
血
液
検
査
な
ど
、
当

事
者
の
立
会
い
が
調
査
の
経
過
お
よ
び
結
果
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
立
会
権
の
制
限
が
許
容
さ
れ
や
す

く
な
る
一
方
で
、
建
築
物
の
検
分
な
ど
の
場
合
に
は
、
当
事
者
に
立
会
権
を
保
障
し
て
、
調
査
す
べ
き
場
所
や
調
査
の
方
法
、
慎
重
さ

な
ど
に
影
響
を
及
ぼ
す
機
会
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
評
価
に
傾
き
や
す
い
。

　
最
後
に
、
車
両
の
走
行
実
験
や
重
火
器
の
性
能
調
査
な
ど
、
実
験
施
設
で
の
調
査
の
場
合
に
は
、
施
設
の
大
き
さ
や
安
全
の
確
保
と

い
っ
た
実
際
上
の
理
由
か
ら
、
当
事
者
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
な
く
調
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
当
事

者
の
立
会
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
評
価
し
う
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
あ
た
る
専
門
家
は
、
調
査
に
あ
た
っ
て
、
調
査
方
法
を

適
切
に
選
択
し
、
鑑
定
意
見
に
お
い
て
、
調
査
経
過
を
あ
と
付
け
可
能
か
つ
再
実
施
可
能
な
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
調
査
の
経
過
が
定
型
的
な
た
め
当
事
者
の
協
力
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
の
二
点
を
主
な
根
拠
と
し
て
、
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こ
の
場
合
の
立
会
権
の
制
限
は
、
特
に
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
第
三
節

　小
括

　
本
章
第
一
節
の
概
観
か
ら
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
た
め
の
前
提

と
し
て
、
証
拠
調
べ
へ
の
立
会
権
や
記
録
閲
覧
権
等
に
よ
っ
て
当
事
者
に
裁
判
手
続
の
透
明
性
を
保
障
す
る
手
続
原
則
と
解
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
第
二
節
で
は
、
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
学
説
が
母
法
と
し
て
参
照
し
て
き
た
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
と
基

本
法
上
の
法
的
審
尋
請
求
権
と
の
関
係
、
お
よ
び
個
別
の
場
面
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
具
体
化
の
分
析
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
当

事
者
公
開
が
要
請
す
る
内
容
を
整
理
し
た
。

　
両
者
の
対
比
か
ら
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
が
、
当
事
者
に
保
障
す
る
権
利
の
種
類
、
お
よ
び
目
的
と
し
て
の
双
方

審
尋
主
義
と
の
関
係
の
点
で
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
と
類
似
し
た
内
容
お
よ
び
構
造
を
有
す
る
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
双
方
審
尋
主
義
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
、
わ
が
国
に
お
け
る
双
方
審
尋
主
義
を
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る

法
的
審
尋
請
求
権
に
対
応
す
る
も
の
と
解
し
て
、
具
体
的
な
場
面
で
の
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

わが国の民事訴訟法における当事者公開主義の保障内容
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――陳述書の利用をめぐる議論を手がかりに

　
　
第
二
章

　
陳
述
書
の
利
用

　
　
第
一
節

　陳
述
書
を
め
ぐ
る
議
論

　
⑴

　
近
年
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
、
法
律
に
規
定
を
持
た
な
い
「
陳
述
書
」
と
い
う
書
面
が
、
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
言
わ

れ
る
。）

11
（

陳
述
書
は
、
も
と
も
と
は
、
人
事
事
件
で
婚
姻
関
係
が
破
綻
に
至
っ
た
経
緯
な
ど
の
事
情
を
説
明
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
り
、

計
算
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
り
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
特
に
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
、

そ
の
よ
う
な
場
面
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
通
常
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。）

11
（

　
現
在
多
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
陳
述
書
は
、
法
律
に
規
定
も
な
く
幅
広
い
場
面
で
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
々
で
種
々
の
異
な

る
機
能
を
担
う
と
言
わ
れ
る
。）

11
（

　
代
表
的
な
機
能
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
、
議
論
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
特
に
、
次
の
機
能
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
当
事
者
に
よ
っ
て
、
間
接
事
実
ま
で
含
め
た
事
件
の
背
景
を
時
系
列
的
に
叙
述
し
た
陳
述
書
が
、
争
点
整
理
段
階
で
提
出
さ

れ
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
把
握
に
役
立
つ
と
さ
れ
る
「
争
点
整
理
機
能
」、
次
に
、
証
人
予
定
者
に
よ
る
陳
述
書
が
証

拠
調
べ
の
前
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
相
手
方
当
事
者
の
反
対
尋
問
の
役
に
立
つ
と
さ
れ
る
「
証
拠
開
示
機
能
」
お
よ
び
「
反
対
尋
問

準
備
機
能
」、
最
後
に
、
人
証
取
調
べ
の
際
に
、
形
式
的
な
争
点
は
陳
述
書
に
依
拠
し
、
重
要
な
争
点
に
集
中
し
て
尋
問
を
実
施
す
る

こ
と
で
、
反
対
尋
問
権
を
維
持
し
つ
つ
、
手
続
の
充
実
と
迅
速
化
を
期
待
で
き
る
と
い
う
「
主
尋
問
代
替
機
能
」
で
あ
る
。

　
⑵

　
右
の
よ
う
に
、
陳
述
書
は
、
広
く
実
務
に
定
着
し
て
い
る
も
の
の
、
陳
述
書
の
利
用
に
対
す
る
批
判
も
あ
る
。）

11
（

　
ま
ず
、
陳
述
書
の
内
容
と
さ
れ
る
、
当
事
者
や
証
人
（
予
定
者
）
の
供
述
は
、
本
来
、
裁
判
所
の
面
前
に
お
い
て
口
頭
で
、
当
事
者

の
主
張
と
し
て
、
ま
た
は
、
当
事
者
尋
問
お
よ
び
証
人
尋
問
と
い
う
人
証
取
調
べ
の
結
果
と
し
て
、
訴
訟
手
続
に
持
ち
込
ま
れ
る
べ
き
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第
二
章

　
陳
述
書
の
利
用

　
　
第
一
節

　陳
述
書
を
め
ぐ
る
議
論

　
⑴

　
近
年
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
、
法
律
に
規
定
を
持
た
な
い
「
陳
述
書
」
と
い
う
書
面
が
、
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
言
わ

れ
る
。）

11
（

陳
述
書
は
、
も
と
も
と
は
、
人
事
事
件
で
婚
姻
関
係
が
破
綻
に
至
っ
た
経
緯
な
ど
の
事
情
を
説
明
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
り
、

計
算
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
り
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
特
に
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
、

そ
の
よ
う
な
場
面
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
通
常
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。）

11
（

　
現
在
多
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
陳
述
書
は
、
法
律
に
規
定
も
な
く
幅
広
い
場
面
で
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
々
で
種
々
の
異
な

る
機
能
を
担
う
と
言
わ
れ
る
。）

11
（

　
代
表
的
な
機
能
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
、
議
論
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
特
に
、
次
の
機
能
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
当
事
者
に
よ
っ
て
、
間
接
事
実
ま
で
含
め
た
事
件
の
背
景
を
時
系
列
的
に
叙
述
し
た
陳
述
書
が
、
争
点
整
理
段
階
で
提
出
さ

れ
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
把
握
に
役
立
つ
と
さ
れ
る
「
争
点
整
理
機
能
」、
次
に
、
証
人
予
定
者
に
よ
る
陳
述
書
が
証

拠
調
べ
の
前
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
相
手
方
当
事
者
の
反
対
尋
問
の
役
に
立
つ
と
さ
れ
る
「
証
拠
開
示
機
能
」
お
よ
び
「
反
対
尋
問

準
備
機
能
」、
最
後
に
、
人
証
取
調
べ
の
際
に
、
形
式
的
な
争
点
は
陳
述
書
に
依
拠
し
、
重
要
な
争
点
に
集
中
し
て
尋
問
を
実
施
す
る

こ
と
で
、
反
対
尋
問
権
を
維
持
し
つ
つ
、
手
続
の
充
実
と
迅
速
化
を
期
待
で
き
る
と
い
う
「
主
尋
問
代
替
機
能
」
で
あ
る
。

　
⑵

　
右
の
よ
う
に
、
陳
述
書
は
、
広
く
実
務
に
定
着
し
て
い
る
も
の
の
、
陳
述
書
の
利
用
に
対
す
る
批
判
も
あ
る
。）

11
（

　
ま
ず
、
陳
述
書
の
内
容
と
さ
れ
る
、
当
事
者
や
証
人
（
予
定
者
）
の
供
述
は
、
本
来
、
裁
判
所
の
面
前
に
お
い
て
口
頭
で
、
当
事
者

の
主
張
と
し
て
、
ま
た
は
、
当
事
者
尋
問
お
よ
び
証
人
尋
問
と
い
う
人
証
取
調
べ
の
結
果
と
し
て
、
訴
訟
手
続
に
持
ち
込
ま
れ
る
べ
き
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で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
特
に
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
相
手
方
当
事
者
に
反
対
尋
問
権
を
保
障
す
べ
き
と
こ
ろ
、
陳
述
書
を
利
用
す

る
こ
と
で
、
そ
の
機
会
が
奪
わ
れ
る
点
が
非
難
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
陳
述
書
に
よ
る
主
尋
問
の
代
替
は
、
反
対
尋
問
権
を

保
障
し
つ
つ
尋
問
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
も
、
主
尋
問
を
省
略
す
る
こ
と
で
反
対

尋
問
が
十
分
に
機
能
し
な
い
と
の
反
論
が
あ
る
。

　
ま
た
、
陳
述
書
は
、
作
成
の
際
に
弁
護
士
が
か
か
わ
り
訴
訟
に
有
利
に
な
る
よ
う
作
為
的
に
事
実
が
整
理
さ
れ
る
た
め
、
信
頼
性
に

問
題
が
あ
る
と
言
わ
れ
、
反
対
尋
問
に
さ
ら
さ
れ
な
い
供
述
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
心
証
が
歪
め
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
危
惧
が
表

明
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
陳
述
書
が
担
う
と
さ
れ
て
い
る
争
点
整
理
機
能
や
反
対
尋
問
準
備
機
能
は
、
準
備
書
面
や
尋
問
事
項
書
が
担
う
も
の
で
あ

り
、
法
律
に
根
拠
を
持
た
な
い
書
面
を
利
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。

　
以
上
の
危
惧
や
批
判
は
、
従
来
、
人
事
事
件
等
で
用
い
ら
れ
て
き
た
、
本
人
が
心
情
等
を
書
き
綴
っ
た
陳
述
書
に
は
当
て
は
ま
ら
ず
、

特
に
、
現
在
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
、
通
常
民
事
訴
訟
で
の
事
件
の
背
景
を
述
べ
る
当
事
者
本
人
の
陳
述
書
や
、

証
人
予
定
者
が
事
件
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
陳
述
書
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
二
節

　問
題
の
所
在

　
⑴

　
ま
ず
、
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
に
倣
っ
て
、）

11
（

陳
述
書
を
、
当
事
者
ま
た
は
第
三
者
の
供
述
を
記
載
し
た
書
面
で
、
訴
え
の
提
起

に
際
し
て
、
ま
た
は
訴
え
提
起
後
に
、
訴
訟
で
用
い
る
こ
と
を
予
定
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
書
証
の
形
で
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
陳
述
書
を
書
証
と
し
て
扱
う
裁
判
実
務
に
対
し
て
は
、
周
知
の
と
お
り
、
批
判
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
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内
容
か
ら
、
陳
述
書
の
法
的
性
質
は
当
事
者
の
事
実
主
張
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
り
、
こ
の
見
解
の
論
者
か
ら
は
、
陳
述
書
は
準
備
書

面
ま
た
は
そ
の
添
付
書
面
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
実
務
で
は
、
陳
述
書
は
、
書
証
番
号
を
付

さ
れ
て
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
、
他
の
書
証
と
同
じ
く
書
証
目
録
に
記
載
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
陳
述
書
を
書
証
と
し
て
扱
う
こ
と

が
定
着
し
て
い
る
。）

11
（

た
だ
し
、
同
時
に
、
陳
述
書
が
証
拠
調
べ
の
場
面
で
書
証
と
し
て
取
り
調
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
現
実
に
用
い
ら
れ
て
い
る
陳
述
書
に
即
し
て
『
書
証
と
し
て
の
陳
述
書
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
」
論

稿
で
は
、「
主
尋
問
の
代
替
に
つ
い
て
」、「
反
対
尋
問
の
準
備
」
な
ど
の
項
目
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
陳
述
書
が
尋
問
の
際
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。）

11
（

同
様
に
、
第
一
節
⑴
に
見
た
「
主
尋
問
代
替
機
能
」
や
「
証
拠
開
示
機
能
」
と
い
っ
た
、

陳
述
書
が
担
う
と
さ
れ
る
諸
機
能
か
ら
も
、
主
に
証
人
尋
問
に
お
け
る
利
用
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
陳
述
書
を
書
証
と
し
つ
つ
、
証
拠
調
べ
に
お
い
て
は
主
に
証
人
尋
問
の
際
に
用
い
る
も
の
と
す
る
考
え
方
は
、
陳
述
書
を
め
ぐ

る
議
論
全
体
に
共
通
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
陳
述
書
の
書
証
と
し
て
の
性
質
は
、
あ
る
事
実
を
認
定
す
る
た
め
に
陳
述
書
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
余
地
が
あ
る
と
い
う
点
に
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
右
に
見
た
、
陳
述
書
を
書
証
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
も
、

主
に
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
当
事
者
間
に
争
い
の
あ
る
事
実
を
、
陳
述
書
の
記
載
内
容
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
も
の

と
し
て
、
証
人
尋
問
等
を
実
施
す
る
こ
と
な
く
認
定
す
る
こ
と
は
、
実
際
上
、
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
陳
述

書
を
書
証
と
位
置
づ
け
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
実
認
定
が
許
容
さ
れ
る
余
地
が
完
全
に
は
排
斥
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
陳
述
書
を
書
証
と
し
て
扱
う
こ
と
を
前
提
に
し
つ
つ
、
そ
の
た
め
に
生
じ
う
る
、
陳
述
書
の
記
載
内
容
が
そ
の
ま

ま
事
実
認
定
の
基
礎
と
さ
れ
う
る
危
険
性
に
留
意
し
な
が
ら
、
考
察
を
加
え
た
い
。

　
⑵

　
陳
述
書
を
右
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
陳
述
書
の
利
用
に
対
し
て
は
、
第
一
節
⑵
で
概
観
し
た
と
お
り
、
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内
容
か
ら
、
陳
述
書
の
法
的
性
質
は
当
事
者
の
事
実
主
張
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
り
、
こ
の
見
解
の
論
者
か
ら
は
、
陳
述
書
は
準
備
書

面
ま
た
は
そ
の
添
付
書
面
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
実
務
で
は
、
陳
述
書
は
、
書
証
番
号
を
付

さ
れ
て
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
、
他
の
書
証
と
同
じ
く
書
証
目
録
に
記
載
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
陳
述
書
を
書
証
と
し
て
扱
う
こ
と

が
定
着
し
て
い
る
。）

11
（

た
だ
し
、
同
時
に
、
陳
述
書
が
証
拠
調
べ
の
場
面
で
書
証
と
し
て
取
り
調
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
現
実
に
用
い
ら
れ
て
い
る
陳
述
書
に
即
し
て
『
書
証
と
し
て
の
陳
述
書
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
」
論

稿
で
は
、「
主
尋
問
の
代
替
に
つ
い
て
」、「
反
対
尋
問
の
準
備
」
な
ど
の
項
目
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
陳
述
書
が
尋
問
の
際
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。）

11
（

同
様
に
、
第
一
節
⑴
に
見
た
「
主
尋
問
代
替
機
能
」
や
「
証
拠
開
示
機
能
」
と
い
っ
た
、

陳
述
書
が
担
う
と
さ
れ
る
諸
機
能
か
ら
も
、
主
に
証
人
尋
問
に
お
け
る
利
用
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
陳
述
書
を
書
証
と
し
つ
つ
、
証
拠
調
べ
に
お
い
て
は
主
に
証
人
尋
問
の
際
に
用
い
る
も
の
と
す
る
考
え
方
は
、
陳
述
書
を
め
ぐ

る
議
論
全
体
に
共
通
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
陳
述
書
の
書
証
と
し
て
の
性
質
は
、
あ
る
事
実
を
認
定
す
る
た
め
に
陳
述
書
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
余
地
が
あ
る
と
い
う
点
に
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
右
に
見
た
、
陳
述
書
を
書
証
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
も
、

主
に
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
当
事
者
間
に
争
い
の
あ
る
事
実
を
、
陳
述
書
の
記
載
内
容
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
も
の

と
し
て
、
証
人
尋
問
等
を
実
施
す
る
こ
と
な
く
認
定
す
る
こ
と
は
、
実
際
上
、
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
陳
述

書
を
書
証
と
位
置
づ
け
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
実
認
定
が
許
容
さ
れ
る
余
地
が
完
全
に
は
排
斥
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
陳
述
書
を
書
証
と
し
て
扱
う
こ
と
を
前
提
に
し
つ
つ
、
そ
の
た
め
に
生
じ
う
る
、
陳
述
書
の
記
載
内
容
が
そ
の
ま

ま
事
実
認
定
の
基
礎
と
さ
れ
う
る
危
険
性
に
留
意
し
な
が
ら
、
考
察
を
加
え
た
い
。

　
⑵

　
陳
述
書
を
右
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
陳
述
書
の
利
用
に
対
し
て
は
、
第
一
節
⑵
で
概
観
し
た
と
お
り
、
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第
一
に
、
直
接
主
義
お
よ
び
口
頭
主
義
の
要
請
に
反
す
る
、
第
二
に
、
反
対
尋
問
権
の
保
障
が
な
い
、
第
三
に
、
法
律
の
根
拠
を
持
た

な
い
、
と
の
点
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
の
点
に
関
し
て
は
、
人
証
取
調
べ
の
際
の
直
接
主
義
の
特
別
の

重
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、）

11
（

第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
右
に
見
た
通
り
、
陳
述
書
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
議

論
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
三
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
主
に
、
反
対
尋
問
権
の
保
障
が
な
い
と
い
う
第
二
の
問
題
点
に
焦
点
を
絞
っ
て

考
察
を
加
え
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
反
対
尋
問
権
の
保
障
は
、
当
事
者
を
訴
訟
手
続
に
立
ち
会
わ
せ
、
質
問
等
に
よ
り
手
続
経
過
に
影
響

を
及
ぼ
す
機
会
を
付
与
す
る
点
で
、
双
方
審
尋
主
義
の
前
提
を
担
う
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請
の
一
部
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で

あ
る
。
陳
述
書
の
利
用
に
よ
っ
て
反
対
尋
問
権
の
保
障
の
機
会
が
奪
わ
れ
る
と
す
る
と
、
当
事
者
公
開
主
義
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
三
節

　小
括

　
本
章
で
は
、
第
一
節
で
、
裁
判
実
務
に
お
け
る
陳
述
書
の
利
用
を
概
観
し
た
後
、
第
二
節
で
、
従
来
の
議
論
を
分
析
し
、
問
題
の
所

在
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
続
く
第
三
章
で
は
、
陳
述
書
が
書
証
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
か
ら
生
じ
う
る
問
題
に
留
意

し
つ
つ
、
陳
述
書
を
め
ぐ
る
問
題
の
う
ち
、
主
に
反
対
尋
問
権
の
保
障
に
焦
点
を
当
て
て
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
、
考
察
を

加
え
る
。

　
そ
の
際
、
陳
述
書
を
、
争
点
整
理
段
階
で
提
出
さ
れ
る
陳
述
書
（
第
一
節
）
と
、
証
拠
調
べ
段
階
で
提
出
さ
れ
る
陳
述
書
（
第
二
節
）

に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
の
利
用
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
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第
三
章

　
陳
述
書
利
用
の
場
面
で
の
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請

　
　
第
一
節

　争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
陳
述
書

　
争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
陳
述
書
を
見
て
い
く
前
に
、
争
点
整
理
手
続
の
中
心
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
、
弁
論
準
備
手
続
に
つ
い
て
、

現
行
法
に
規
定
が
設
け
ら
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
争
点
整
理
手
続
で
陳
述
書
が
担
う
と
さ
れ
る
争
点

整
理
機
能
は
、
現
行
民
事
訴
訟
法
が
目
標
と
す
る
早
期
の
争
点
整
理
に
基
づ
く
迅
速
か
つ
充
実
し
た
口
頭
弁
論
に
と
っ
て
重
要
な
関
心

事
項
で
あ
る
と
こ
ろ
、
弁
論
準
備
手
続
は
、
陳
述
書
が
活
用
さ
れ
る
主
要
な
場
面
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
以
下
に
見
る
と
お
り
、
同
じ

目
標
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
裁
判
実
務
の
工
夫
を
継
承
し
、
か
つ
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
手
当
て
を
施
さ
れ
た
上
で
制
定
さ
れ

た
と
い
う
経
緯
を
持
ち
、
本
稿
の
関
心
か
ら
重
要
な
制
度
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

一
．
弁
論
兼
和
解
手
続
か
ら
弁
論
準
備
手
続
へ
の
整
備

　
⑴

　
現
行
民
事
訴
訟
法
は
、
一
六
八
条
で
「
裁
判
所
は
、
争
点
及
び
証
拠
の
整
理
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
事
件
を
弁
論
準
備
手
続
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
争
点
整
理
の
ひ
と
つ
の
手
法
と
し
て
、
弁
論

準
備
手
続
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
弁
論
準
備
手
続
は
、
以
下
に
見
て
い
く
通
り
、
現
行
民
事
訴
訟
法
制
定
前
に
実
務
で
多
用
さ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
「
弁
論
兼
和
解
」
手
続
を
、
当
事
者
へ
の
手
続
保
障
を
手
当
て
し
た
上
で
、
法
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
⑵

　「
弁
論
兼
和
解
」
手
続
は
、
平
成
八
年
に
現
行
民
事
訴
訟
法
が
制
定
さ
れ
る
前
の
十
数
年
に
わ
た
り
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
広

く
実
施
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。）

1（
（

　「
弁
論
兼
和
解
」
期
日
は
公
開
法
廷
で
は
な
く
和
解
室
や
準
備
室
な
ど
で
行
わ
れ
、
裁
判
官
主
宰
の
下
、
当
事
者
双
方
が
膝
を
突
き
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第
三
章

　
陳
述
書
利
用
の
場
面
で
の
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請

　
　
第
一
節

　争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
陳
述
書

　
争
点
整
理
手
続
に
お
け
る
陳
述
書
を
見
て
い
く
前
に
、
争
点
整
理
手
続
の
中
心
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
、
弁
論
準
備
手
続
に
つ
い
て
、

現
行
法
に
規
定
が
設
け
ら
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
争
点
整
理
手
続
で
陳
述
書
が
担
う
と
さ
れ
る
争
点

整
理
機
能
は
、
現
行
民
事
訴
訟
法
が
目
標
と
す
る
早
期
の
争
点
整
理
に
基
づ
く
迅
速
か
つ
充
実
し
た
口
頭
弁
論
に
と
っ
て
重
要
な
関
心

事
項
で
あ
る
と
こ
ろ
、
弁
論
準
備
手
続
は
、
陳
述
書
が
活
用
さ
れ
る
主
要
な
場
面
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
以
下
に
見
る
と
お
り
、
同
じ

目
標
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
裁
判
実
務
の
工
夫
を
継
承
し
、
か
つ
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
手
当
て
を
施
さ
れ
た
上
で
制
定
さ
れ

た
と
い
う
経
緯
を
持
ち
、
本
稿
の
関
心
か
ら
重
要
な
制
度
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

一
．
弁
論
兼
和
解
手
続
か
ら
弁
論
準
備
手
続
へ
の
整
備

　
⑴

　
現
行
民
事
訴
訟
法
は
、
一
六
八
条
で
「
裁
判
所
は
、
争
点
及
び
証
拠
の
整
理
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
事
件
を
弁
論
準
備
手
続
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
争
点
整
理
の
ひ
と
つ
の
手
法
と
し
て
、
弁
論

準
備
手
続
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
弁
論
準
備
手
続
は
、
以
下
に
見
て
い
く
通
り
、
現
行
民
事
訴
訟
法
制
定
前
に
実
務
で
多
用
さ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
「
弁
論
兼
和
解
」
手
続
を
、
当
事
者
へ
の
手
続
保
障
を
手
当
て
し
た
上
で
、
法
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
⑵

　「
弁
論
兼
和
解
」
手
続
は
、
平
成
八
年
に
現
行
民
事
訴
訟
法
が
制
定
さ
れ
る
前
の
十
数
年
に
わ
た
り
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
広

く
実
施
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。）

1（
（

　「
弁
論
兼
和
解
」
期
日
は
公
開
法
廷
で
は
な
く
和
解
室
や
準
備
室
な
ど
で
行
わ
れ
、
裁
判
官
主
宰
の
下
、
当
事
者
双
方
が
膝
を
突
き

論　　説
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合
わ
せ
て
争
点
を
議
論
す
る
こ
と
で
、
事
案
の
解
明
を
行
い
つ
つ
、
和
解
を
試
み
る
と
い
っ
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
。）

11
（

　
利
点
と
し
て
は
、
実
質
的
な
討
論
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
争
点
整
理
が
円
滑
化
す
る
点
、
必
ず
し
も
法
廷
で
の
実
施
や
書

記
官
の
立
会
い
を
要
し
な
い
た
め
期
日
を
入
れ
や
す
い
点
、
争
点
整
理
と
和
解
を
行
き
来
す
る
な
ど
柔
軟
な
訴
訟
進
行
が
図
れ
る
点
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
弁
論
兼
和
解
手
続
に
お
い
て
は
失
権
効
が
生
じ
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
準
備
手
続
が
活
用
さ
れ

な
か
っ
た
弱
点
を
克
服
す
る
も
の
と
の
評
価
も
あ
っ
た
。）

11
（

　
他
方
で
、同
時
に
、法
律
に
根
拠
の
な
い
審
理
手
続
で
あ
り
、）

11
（

公
開
が
さ
れ
な
い
点
な
ど
、制
度
と
し
て
の
欠
陥
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

特
に
「
弁
論
」
で
あ
り
な
が
ら
当
事
者
の
対
席
を
保
障
し
な
い
「
交
互
面
接
方
式
」
が
取
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
り
、「
和
解
」
の
つ

も
り
で
語
ら
れ
た
当
事
者
の
陳
述
か
ら
心
証
を
形
成
し
て
判
決
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
り
す
る
点
に
対
し
て
、
弁
護
士
会
か
ら

批
判
の
声
も
上
が
っ
て
い
た
。）

11
（

　
こ
れ
に
応
じ
て
、
一
部
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
は
、
当
事
者
へ
の
手
続
保
障
に
配
慮
し
つ
つ
、
弁
論
兼
和
解
手
続
の
柔
軟
さ
を
生
か

し
た
争
点
整
理
の
方
法
が
提
言
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、「
当
事
者
双
方
を
対
席
さ
せ
た
上
で
裁
判
所
の
適
宜
の
発
問
に
よ
り
形
式
的
な

争
点
と
実
質
的
な
争
点
と
を
振
る
い
分
け
、
実
質
的
な
争
点
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
主
張
、
証
拠
関
係
を
整
理
し
、
事
件
解
決
の
方
法

を
検
討
す
る
」
と
い
っ
た
活
用
提
言
で
あ
る
。）

11
（

ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
弁
論
兼
和
解
へ
の
種
々
の
批
判
が
な
さ
れ
る
と
同
時
に
、）

11
（

評
価
す
る
見
解
も
提
出
さ
れ
、）

11
（

さ
ら
に
、
弁
論
兼
和
解
に
理
論
的
基
礎
を
与
え
る
試
み
も
活
発
に
な
さ
れ
た
。
準
備
的
口
頭
弁
論
の
一

態
様
と
捉
え
る
見
解
、）

11
（

準
備
手
続
と
位
置
づ
け
る
見
解
、）

11
（

「
口
頭
弁
論
で
も
和
解
で
も
な
い
、
そ
の
中
間
の
存
在
で
あ
り
、
実
務
的
に

案
出
さ
れ
た
新
種
の
訴
訟
行
為
」
と
捉
え
る
見
解）

1（
（

な
ど
、
多
様
な
解
釈
が
試
み
ら
れ
た
も
の
の
、
ど
の
見
解
に
も
難
点
が
あ
る
と
さ
れ
、

一
致
を
見
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。）

11
（

　
⑶

　
こ
う
し
た
実
務
と
学
説
の
状
況
を
背
景
と
し
て
、
平
成
八
年
制
定
の
現
行
民
事
訴
訟
法
の
改
正
作
業
に
お
い
て
は
、
平
成
三
年
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――陳述書の利用をめぐる議論を手がかりに

十
二
月
に
出
さ
れ
た
『
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
』
の
段
階
で
、す
で
に
、「
現
行
の
準
備
手
続
に
関
す
る
規
定
を
改
正
し
て
、

争
点
等
の
整
理
を
遂
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
受
訴
裁
判
所
の
こ
の
手
続
に
付
す
旨
の
決
定
に
よ
っ
て
開
始
し
、
受
訴
裁
判
所
又
は
受

命
裁
判
官
が
当
事
者
対
席
の
下
に
行
う
必
ず
し
も
公
開
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
手
続
と
し
て
、「
新
争
点
整
理
手
続
（
仮
称
）」
が
提

言
さ
れ
て
い
た
。）

11
（

こ
の
手
続
に
お
い
て
、
証
拠
調
べ
を
可
能
と
す
べ
き
か
ど
う
か
、
失
権
効
を
認
め
る
か
ど
う
か
等
が
検
討
事
項
と
さ

れ
て
い
る
一
方
で
、
当
事
者
の
対
席
と
い
う
内
容
が
す
で
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
続
い
て
、
各
界
の
意
見
表
明

を
受
け
て
、平
成
五
年
十
二
月
に
出
さ
れ
た
『
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
改
正
要
綱
試
案
』
で
は
、こ
の
手
続
が
「
弁
論
準
備
手
続
（
仮

称
）」
と
さ
れ
、
そ
の
補
足
説
明
に
お
い
て
、「
必
ず
し
も
公
開
を
要
し
な
い
争
点
等
の
整
理
手
続
を
設
け
、
こ
れ
を
有
効
に
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
弁
論
兼
和
解
の
長
所
を
生
か
し
つ
つ
、
こ
れ
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
も
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

こ
の
試
案
に
お
い
て
も
、「
こ
の
手
続
の
期
日
は
、
現
行
の
準
備
手
続
に
お
け
る
と
同
様
に
、
当
事
者
双
方
が

立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
」
と
、
当
事
者
双
方
の
立
会
い
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
が
、
現
行
法
の
弁
論
準
備
手
続
へ
と
結
実
し
、
現
行
法
で
は
、
一
六
九
条
一
項
が
「
弁
論
準
備
手
続
は
、
当
事
者
双
方
が
立
ち

会
う
こ
と
が
で
き
る
期
日
に
お
い
て
行
う
」
と
定
め
、
当
事
者
の
立
会
権
（
対
審
）
の
保
障
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、
右
の
経

緯
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
弁
論
準
備
手
続
は
、
旧
法
の
準
備
手
続
を
改
正
す
る
形
で
制
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
般
に
、
そ
の
内

実
は
、
弁
論
権
和
解
の
争
点
整
理
部
分
を
純
化
し
つ
つ
、
立
法
的
に
認
知
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

す
な
わ
ち
、
し
ば

し
ば
交
互
面
接
方
式
が
取
ら
れ
た
弁
論
兼
和
解
手
続
に
代
わ
っ
て
、
こ
の
慣
行
を
否
定
す
べ
く
、
対
審
の
手
続
を
新
設
し
た
と
評
価
で

き
、）

11
（

こ
の
意
味
で
、
当
事
者
の
立
会
権
が
明
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

　
⑷

　
右
に
見
た
、
弁
論
兼
和
解
へ
の
評
価
お
よ
び
批
判
、
な
ら
び
に
、
立
法
経
過
に
お
け
る
議
論
、
制
定
さ
れ
た
弁
論
準
備
手
続
の

規
律
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
は
、
次
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
弁
論
兼
和
解
」
手
続
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
口
頭
で

論　　説
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十
二
月
に
出
さ
れ
た
『
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
』
の
段
階
で
、す
で
に
、「
現
行
の
準
備
手
続
に
関
す
る
規
定
を
改
正
し
て
、

争
点
等
の
整
理
を
遂
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
受
訴
裁
判
所
の
こ
の
手
続
に
付
す
旨
の
決
定
に
よ
っ
て
開
始
し
、
受
訴
裁
判
所
又
は
受

命
裁
判
官
が
当
事
者
対
席
の
下
に
行
う
必
ず
し
も
公
開
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
手
続
と
し
て
、「
新
争
点
整
理
手
続
（
仮
称
）」
が
提

言
さ
れ
て
い
た
。）

11
（

こ
の
手
続
に
お
い
て
、
証
拠
調
べ
を
可
能
と
す
べ
き
か
ど
う
か
、
失
権
効
を
認
め
る
か
ど
う
か
等
が
検
討
事
項
と
さ

れ
て
い
る
一
方
で
、
当
事
者
の
対
席
と
い
う
内
容
が
す
で
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
続
い
て
、
各
界
の
意
見
表
明

を
受
け
て
、平
成
五
年
十
二
月
に
出
さ
れ
た
『
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
改
正
要
綱
試
案
』
で
は
、こ
の
手
続
が
「
弁
論
準
備
手
続
（
仮

称
）」
と
さ
れ
、
そ
の
補
足
説
明
に
お
い
て
、「
必
ず
し
も
公
開
を
要
し
な
い
争
点
等
の
整
理
手
続
を
設
け
、
こ
れ
を
有
効
に
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
弁
論
兼
和
解
の
長
所
を
生
か
し
つ
つ
、
こ
れ
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
点
も
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

こ
の
試
案
に
お
い
て
も
、「
こ
の
手
続
の
期
日
は
、
現
行
の
準
備
手
続
に
お
け
る
と
同
様
に
、
当
事
者
双
方
が

立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
」
と
、
当
事
者
双
方
の
立
会
い
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
が
、
現
行
法
の
弁
論
準
備
手
続
へ
と
結
実
し
、
現
行
法
で
は
、
一
六
九
条
一
項
が
「
弁
論
準
備
手
続
は
、
当
事
者
双
方
が
立
ち

会
う
こ
と
が
で
き
る
期
日
に
お
い
て
行
う
」
と
定
め
、
当
事
者
の
立
会
権
（
対
審
）
の
保
障
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、
右
の
経

緯
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
弁
論
準
備
手
続
は
、
旧
法
の
準
備
手
続
を
改
正
す
る
形
で
制
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
般
に
、
そ
の
内

実
は
、
弁
論
権
和
解
の
争
点
整
理
部
分
を
純
化
し
つ
つ
、
立
法
的
に
認
知
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

す
な
わ
ち
、
し
ば

し
ば
交
互
面
接
方
式
が
取
ら
れ
た
弁
論
兼
和
解
手
続
に
代
わ
っ
て
、
こ
の
慣
行
を
否
定
す
べ
く
、
対
審
の
手
続
を
新
設
し
た
と
評
価
で

き
、）

11
（

こ
の
意
味
で
、
当
事
者
の
立
会
権
が
明
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

　
⑷

　
右
に
見
た
、
弁
論
兼
和
解
へ
の
評
価
お
よ
び
批
判
、
な
ら
び
に
、
立
法
経
過
に
お
け
る
議
論
、
制
定
さ
れ
た
弁
論
準
備
手
続
の

規
律
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
は
、
次
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
弁
論
兼
和
解
」
手
続
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
口
頭
で
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の
争
点
整
理
を
促
す
な
ど
、
審
理
の
促
進
に
有
効
な
実
務
上
の
工
夫
と
し
て
、
広
く
実
施
さ
れ
定
着
を
見
て
お
り
、
口
頭
主
義
の
復
活

と
し
て
評
価
す
る
声
も
あ
っ
た
一
方
で
、
対
審
が
保
障
さ
れ
な
い
な
ど
、
当
事
者
へ
の
手
続
保
障
に
も
と
る
点
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た

と
こ
ろ
、
現
行
法
に
よ
っ
て
、
利
点
を
生
か
し
つ
つ
も
、
当
事
者
の
立
会
権
を
保
障
し
た
、
弁
論
準
備
手
続
へ
と
整
備
さ
れ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
審
理
の
促
進
と
い
う
、
民
事
訴
訟
へ
の
重
要
な
要
請
に
対
し
て
、
当
事
者
の
立
会
権
が
優
越
的

な
価
値
を
有
す
る
と
の
現
行
法
の
評
価
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
続
い
て
、
弁
論
準
備
手
続
で
用
い
ら
れ
る
陳
述
書
の
検
討
を
行
う
。

二
．
弁
論
準
備
手
続
に
お
け
る
陳
述
書

　
⑴

　
争
点
整
理
に
提
出
さ
れ
る
陳
述
書
は
、
作
成
者
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
当
事
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る

陳
述
書
で
、
事
件
の
背
景
事
情
を
、
間
接
事
実
も
併
せ
て
時
系
列
的
に
述
べ
た
内
容
を
含
む
。
当
事
者
の
陳
述
書
が
、
争
点
整
理
手
続

の
早
期
の
段
階
で
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
早
期
に
事
件
の
概
要
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
当
事
者
間
で

事
情
の
認
識
の
す
り
合
わ
せ
が
で
き
る
と
い
っ
た
利
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
こ
う
し
た
役
割
は
、
本
来
、
準
備
書
面
等
が

担
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
法
律
に
規
定
の
な
い
陳
述
書
に
よ
る
べ
き
で
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。）

11
（

　
も
う
ひ
と
つ
は
、
尋
問
を
予
定
し
て
い
る
証
人
に
よ
る
陳
述
書
で
、
証
人
尋
問
の
際
の
尋
問
事
項
と
証
人
に
よ
る
回
答
を
内
容
と
す

る
。
証
人
予
定
者
の
陳
述
書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
争
点
の
絞
込
み
が
よ
り
適
切
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
証
人
採
否
の

判
断
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

　
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
、
双
方
に
共
通
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
反
対
尋
問
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い
供
述
が
、
裁
判
所
の
心

証
を
歪
め
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。）

11
（

以
下
、
順
に
、
当
事
者
に
よ
る
陳
述
書
（
⑵
）
と
、
証
人
予
定
者
の
陳
述
書
（
⑶
）
を
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検
討
す
る
。

　
⑵

　
当
事
者
に
よ
る
主
張
が
早
期
に
提
出
さ
れ
、
裁
判
所
お
よ
び
当
事
者
間
で
事
件
の
背
景
に
つ
い
て
共
通
認
識
を
形
成
で
き
る
こ

と
は
、
争
点
お
よ
び
証
拠
を
早
期
に
整
理
し
て
、
迅
速
か
つ
充
実
し
た
口
頭
弁
論
を
実
施
す
る
と
い
う
、
争
点
整
理
手
続
の
趣
旨
に
合

致
す
る
。
そ
こ
で
、
当
事
者
の
陳
述
書
に
基
づ
く
争
点
整
理
は
、
相
手
方
当
事
者
の
立
会
い
を
要
件
と
し
て
許
容
す
る
余
地
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
弁
論
準
備
手
続
に
は
、
本
章
第
一
節
で
見
た
通
り
、
当
事
者
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弁
論
準
備
手
続
に
お
い
て

陳
述
書
を
用
い
て
争
点
整
理
を
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
契
約
書
な
ど
の
他
の
書
証
の
取
調
べ
と

は
異
な
り
、
陳
述
書
の
場
合
に
は
、
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
相
手
方
当
事
者
に
よ
る
吟
味
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

書
証
の
典
型
的
な
例
と
し
て
念
頭
に
あ
る
契
約
書
な
ど
の
場
合
に
は
、
そ
の
成
立
の
真
正
の
み
が
証
拠
調
べ
の
対
象
と
な
り
、
契
約
書

が
真
正
に
成
立
し
て
い
れ
ば
、
書
証
全
体
が
有
効
と
な
る
の
と
異
な
り
、
陳
述
書
の
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
の
個
々
の
部
分
に
つ
い
て

検
討
が
必
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る
点
と
争
い
が
な
い
点
を
明
ら
か
に
し
て
争
点
を
絞
り
込
む
こ
と
は
、
争
点
整
理
手
続
の

目
的
に
適
い
、
弁
論
準
備
手
続
に
お
い
て
は
当
事
者
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
、
当
事
者
お
よ
び
裁
判
所
が
、
陳
述
書
を
参

照
し
つ
つ
、
口
頭
で
争
点
を
絞
り
込
む
こ
と
は
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
結
果
と

し
て
、
陳
述
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た
内
容
の
一
部
が
判
決
の
基
礎
と
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
陳
述
書
の
内

容
を
出
発
点
と
し
つ
つ
、
弁
論
準
備
手
続
に
お
け
る
争
点
整
理
に
お
い
て
、
当
事
者
が
一
致
し
た
陳
述
を
し
た
た
め
自
白
が
成
立
し
た

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
許
容
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
述
書
を
提
出
し
た
当
事
者
の
相
手
方
当
事
者
が
、
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
内
容
に
つ
い
て
争
う
場
合
に
は
、
こ
の
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検
討
す
る
。

　
⑵

　
当
事
者
に
よ
る
主
張
が
早
期
に
提
出
さ
れ
、
裁
判
所
お
よ
び
当
事
者
間
で
事
件
の
背
景
に
つ
い
て
共
通
認
識
を
形
成
で
き
る
こ

と
は
、
争
点
お
よ
び
証
拠
を
早
期
に
整
理
し
て
、
迅
速
か
つ
充
実
し
た
口
頭
弁
論
を
実
施
す
る
と
い
う
、
争
点
整
理
手
続
の
趣
旨
に
合

致
す
る
。
そ
こ
で
、
当
事
者
の
陳
述
書
に
基
づ
く
争
点
整
理
は
、
相
手
方
当
事
者
の
立
会
い
を
要
件
と
し
て
許
容
す
る
余
地
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
弁
論
準
備
手
続
に
は
、
本
章
第
一
節
で
見
た
通
り
、
当
事
者
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弁
論
準
備
手
続
に
お
い
て

陳
述
書
を
用
い
て
争
点
整
理
を
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
契
約
書
な
ど
の
他
の
書
証
の
取
調
べ
と

は
異
な
り
、
陳
述
書
の
場
合
に
は
、
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
相
手
方
当
事
者
に
よ
る
吟
味
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

書
証
の
典
型
的
な
例
と
し
て
念
頭
に
あ
る
契
約
書
な
ど
の
場
合
に
は
、
そ
の
成
立
の
真
正
の
み
が
証
拠
調
べ
の
対
象
と
な
り
、
契
約
書

が
真
正
に
成
立
し
て
い
れ
ば
、
書
証
全
体
が
有
効
と
な
る
の
と
異
な
り
、
陳
述
書
の
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
の
個
々
の
部
分
に
つ
い
て

検
討
が
必
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る
点
と
争
い
が
な
い
点
を
明
ら
か
に
し
て
争
点
を
絞
り
込
む
こ
と
は
、
争
点
整
理
手
続
の

目
的
に
適
い
、
弁
論
準
備
手
続
に
お
い
て
は
当
事
者
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
、
当
事
者
お
よ
び
裁
判
所
が
、
陳
述
書
を
参

照
し
つ
つ
、
口
頭
で
争
点
を
絞
り
込
む
こ
と
は
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
結
果
と

し
て
、
陳
述
書
に
記
載
さ
れ
て
い
た
内
容
の
一
部
が
判
決
の
基
礎
と
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
陳
述
書
の
内

容
を
出
発
点
と
し
つ
つ
、
弁
論
準
備
手
続
に
お
け
る
争
点
整
理
に
お
い
て
、
当
事
者
が
一
致
し
た
陳
述
を
し
た
た
め
自
白
が
成
立
し
た

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
許
容
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
述
書
を
提
出
し
た
当
事
者
の
相
手
方
当
事
者
が
、
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
内
容
に
つ
い
て
争
う
場
合
に
は
、
こ
の
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部
分
が
争
点
と
な
る
以
上
、
こ
の
争
点
が
事
案
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
か
ぎ
り
証
拠
調
べ
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
相

手
方
当
事
者
の
反
対
尋
問
権
を
保
障
す
る
た
め
、
証
拠
調
べ
期
日
に
お
い
て
当
事
者
尋
問
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
事
者
尋

問
を
す
る
こ
と
な
く
、
書
証
で
あ
る
陳
述
書
を
取
り
調
べ
た
結
果
と
し
て
事
実
認
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
え
る
。
こ
の

点
は
、
証
拠
調
べ
に
お
け
る
陳
述
書
を
扱
う
次
節
で
検
討
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
、
争
点
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
期
日
に
お
け
る
当
事
者
尋
問
の
実
施
が
担
保
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
事

者
双
方
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
る
弁
論
準
備
手
続
に
お
い
て
、陳
述
書
の
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
事
者
に
よ
る
陳
述
書
に
基
づ
い
て
争
点
を
絞
り
込
む
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
結
果
争
い
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
部
分
を

判
決
の
基
礎
と
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
、
許
容
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑶

　
証
人
予
定
者
に
よ
る
陳
述
書
が
、
証
人
の
採
否
を
検
討
す
る
際
の
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
に
は
、
疑
い
が
な
い
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
当
事
者
に
よ
る
陳
述
書
と
同
じ
よ
う
に
、
証
人
に
よ
る
陳
述
書
を
基
礎
と
し
て
当
事
者
間
で
争
い
の
な

い
点
を
明
ら
か
に
し
、
争
点
を
絞
り
込
む
こ
と
は
、
争
点
整
理
の
趣
旨
に
適
う
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
弁
論
準
備
手
続
で
は

当
事
者
双
方
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
弁
論
準
備
手
続
に
お
い
て
、
争
点
を
絞
り
込
み
、
ど
の
争
点
に
つ
い
て

ど
の
証
人
を
採
用
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
か
ぎ
り
で
、
証
人
予
定
者
に
よ
る
陳
述
書
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点

か
ら
許
容
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
相
手
方
当
事
者
が
、
証
人
予
定
者
に
よ
る
陳
述
書
の
内
容
と
し
て
含
ま
れ
る
個
々
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
否
認
す
る
場
合

に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
⑵
に
見
た
当
事
者
に
よ
る
陳
述
書
の
場
合
と
同

様
、
こ
の
陳
述
書
だ
け
を
取
り
調
べ
て
事
実
認
定
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
ず
、
陳
述
書
を
作
成
し
た
証
人
の
尋
問
が
実
施
さ
れ
、
相
手

方
当
事
者
の
反
対
尋
問
権
行
使
の
機
会
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
証
拠
調
べ
に
お
け
る
陳
述
書
を
め
ぐ
る
問
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題
点
に
は
、
次
節
で
ま
と
め
て
検
討
を
加
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
証
人
予
定
者
に
よ
る
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
内
容
の
う
ち
、
争
点
整
理
の
結
果
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
一
致
し
た
陳
述
が
あ
り
、
自
白
が
成
立
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

証
拠
調
べ
の
必
要
な
く
、
事
実
が
確
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
結
果
と
し
て
、
尋
問
予
定
者
の
陳
述
書
の
内
容
が
判
決
の
基
礎
と
な

る
よ
う
に
見
る
が
、
右
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
公
開
主
義
に
は
抵
触
し
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　
以
上
に
加
え
て
、
証
人
予
定
者
に
よ
る
陳
述
書
が
提
出
さ
れ
る
場
合
に
固
有
の
問
題
と
し
て
、
陳
述
書
は
提
出
さ
れ
た
が
、
結
果
と

し
て
証
人
尋
問
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
扱
い
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

11
（

　
特
に
、
ひ
と
つ
の
争
点
に
つ
き
複
数
の
陳
述
書
が
提
出
さ
れ
な
が
ら
、
証
人
尋
問
は
、
そ
の
一
部
の
証
人
に
つ
い
て
の
み
実
施
さ
れ

る
場
合
に
、
尋
問
さ
れ
な
か
っ
た
証
人
予
定
者
の
陳
述
書
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
雇
用
者
と
被
用
者
が

原
告
・
被
告
と
な
る
労
働
争
議
に
お
い
て
、
雇
用
者
側
か
ら
、
被
用
者
の
勤
務
態
度
等
に
つ
い
て
、
こ
の
被
用
者
の
同
僚
や
上
司
に
よ

る
複
数
の
（
場
合
に
よ
っ
て
は
大
量
の
）
陳
述
書
が
提
出
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
事
情
の
特
殊
性
か
ら
、
複
数
の

関
係
者
に
よ
る
同
種
の
証
言
が
一
定
数
以
上
あ
る
こ
と
が
、
事
実
認
定
に
と
っ
て
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
全
て
の
証
人
を
尋
問
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
く
、
実
際
上
も
、
た
と
え
ば
、
直
接
の
上
司
な
ど
が
証
人
に
選
ば
れ
尋
問
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
、
残
り
の
陳
述
書
を
却
下
す
る
の
は
、
合
理
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
、
ひ
と
つ
の
争
点
に
つ
き
、
少
な
く
と
も
一
人
の
証
人
を
尋
問

し
、
事
実
認
定
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
少
な
く
と
も
一
人
の
証
人
尋
問
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手

方
当
事
者
に
反
対
尋
問
の
機
会
を
保
障
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
同
じ
争
点
に
つ
い
て
同
種
の
内
容
を

有
す
る
残
り
の
陳
述
書
も
証
拠
資
料
の
一
部
と
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。）

11
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題
点
に
は
、
次
節
で
ま
と
め
て
検
討
を
加
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
証
人
予
定
者
に
よ
る
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
内
容
の
う
ち
、
争
点
整
理
の
結
果
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
一
致
し
た
陳
述
が
あ
り
、
自
白
が
成
立
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

証
拠
調
べ
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必
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く
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事
実
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定
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結
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予
定
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陳
述
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内
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基
礎
と
な
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よ
う
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が
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右
の
よ
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さ
れ
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こ
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っ
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事
者
公
開
主
義
に
は
抵
触
し
な
い
と
解
さ
れ
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検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

11
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に
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と
つ
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争
点
に
つ
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複
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の
陳
述
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提
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れ
な
が
ら
、
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施
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れ
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な
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司
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れ
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。
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れ
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司
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。
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施
す
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こ
れ
と
は
別
に
、
尋
問
を
予
定
し
て
い
な
い
証
人
の
陳
述
書
の
提
出
は
、
相
手
方
の
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
許
容
さ

れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。）

1（
（

　
以
上
か
ら
、
証
人
予
定
者
の
陳
述
書
は
、
当
事
者
双
方
の
立
会
権
を
保
障
す
る
弁
論
論
準
備
手
続
で
の
争
点
整
理
に
お
い
て
、
証
人

の
採
否
を
検
討
す
る
際
に
参
照
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
内
容
ま
で
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者

間
に
争
い
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
一
致
し
た
陳
述
が
あ
り
自
白
が
成
立
す
る
と
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
陳
述
書
を
基
礎
と
し
た
事
実
確
定
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
当
事
者
間
に
争
い
の
あ
る
点
に
つ
い
て
は
証
拠
調
べ
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
場
合
の
陳
述
書
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
続
い
て
、
第
二
節
で
検
討
す
る
。

　
　
第
二
節

　証
拠
調
べ
に
お
け
る
陳
述
書

　
⑴

　
第
一
節
二
．
で
見
た
通
り
、
陳
述
書
が
弁
論
準
備
手
続
に
お
い
て
、
当
事
者
に
よ
る
陳
述
書
（
⑵
）
ま
た
は
、
証
人
予
定
者
の

陳
述
書
（
⑶
）
が
提
出
さ
れ
、
相
手
方
当
事
者
が
陳
述
書
の
内
容
と
し
て
含
ま
れ
る
個
々
の
事
実
関
係
を
否
認
し
争
う
場
合
に
は
、
こ

の
点
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
拠
調
べ
に
お
け
る
陳
述
書
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
こ
の
場
合
に
、
同

一
の
陳
述
書
を
証
拠
方
法
と
し
て
取
り
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
当
事
者

公
開
主
義
の
観
点
か
ら
は
、
陳
述
書
の
み
を
基
礎
と
し
て
、
事
実
認
定
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
ず
、
争
点
に
つ
い
て
必
ず
人
証
の
取
調

べ
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
が
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
た
め
の
手
続
原

則
で
あ
る
と
の
理
解
か
ら
は
、）

11
（

尋
問
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
相
手
方
当
事
者
に
、
陳
述
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
質
問
す
る
な

ど
、
反
対
尋
問
権
行
使
の
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
判
決
の
基
礎
と
な
る
事
実
の
認
定
の
経
過
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。）

11
（

わが国の民事訴訟法における当事者公開主義の保障内容
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――陳述書の利用をめぐる議論を手がかりに

　
な
お
、
人
証
の
取
調
べ
方
法
の
う
ち
、
当
事
者
尋
問
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
事
者

に
よ
る
陳
述
書
の
内
容
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、当
事
者
本
人
を
裁
判
所
の
面
前
に
お
い
て
口
頭
で
尋
問
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
書
面
に
基
づ
い
て
陳
述
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
か
ら
（
民
事
訴
訟
法
二
〇
三
条
）、
口
頭
で
の
尋
問
の
際
に

陳
述
書
を
併
用
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
証
人
に
つ
い
て
は
書
面
尋
問
が
許
容
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
（
民
事
訴
訟
法
二
〇
五
条
）、
証
人
に
よ
る
陳
述
書
の
内
容
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
陳

述
書
を
書
証
と
し
て
取
り
調
べ
た
結
果
に
基
づ
い
て
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
の
、
争
い
の
あ
る
点
に
つ
い
て
、
質

問
書
を
作
成
し
、
証
人
に
、
改
め
て
、
こ
の
質
問
書
に
沿
っ
た
回
答
を
書
面
で
作
成
し
て
も
ら
っ
た
上
で
、
こ
の
書
面
に
基
づ
き
事
実

認
定
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
。）

11
（

　
⑵

　
次
に
、
証
拠
調
べ
に
お
け
る
陳
述
書
に
よ
っ
て
、
主
尋
問
を
代
替
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
争
点
整
理
の
段
階
で
陳
述
書
を
活
用
し
て
、
争
点
の
絞
り
込
み
を
行
っ
た
上
で
、
人
証
取
調
べ
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
尋
問
す
べ

き
内
容
は
す
で
に
争
点
に
絞
ら
れ
て
お
り
、
争
点
で
な
い
部
分
や
重
要
で
な
い
部
分
を
陳
述
書
に
肩
代
わ
り
さ
せ
て
省
略
す
る
余
地
は

な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。）

11
（

　
そ
こ
で
、
争
点
整
理
手
続
を
経
な
い
場
合
や
、
争
点
整
理
手
続
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
調
べ
の
段
階
で
提
出
さ
れ
た
陳
述

書
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
争
点
整
理
手
続
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
調
べ
の
際
に
初
め
て
陳
述
書
が
提
出
さ
れ
る
場
合

に
は
、
争
点
整
理
手
続
の
目
的
か
ら
、
提
出
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
民
事
訴
訟
法
一
六
七
条
、
一
七
四
条
参
照
）。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
争
点
整
理
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
口
頭
弁
論
期
日
が
開
か
れ
、
証
拠
調
べ
段
階
で
初
め
て
陳
述
書
が
提
出
さ
れ
る

場
合
に
、
陳
述
書
に
依
拠
し
て
主
尋
問
を
省
略
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
、
主

論　　説

50（熊本法学151号 ’21） （熊本法学151号 ’21）



　
な
お
、
人
証
の
取
調
べ
方
法
の
う
ち
、
当
事
者
尋
問
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
事
者

に
よ
る
陳
述
書
の
内
容
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、当
事
者
本
人
を
裁
判
所
の
面
前
に
お
い
て
口
頭
で
尋
問
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
書
面
に
基
づ
い
て
陳
述
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
か
ら
（
民
事
訴
訟
法
二
〇
三
条
）、
口
頭
で
の
尋
問
の
際
に

陳
述
書
を
併
用
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
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、
証
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に
つ
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て
は
書
面
尋
問
が
許
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さ
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て
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る
こ
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ら
（
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法
二
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条
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証
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に
よ
る
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述
書
の
内
容
に
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て
証
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の
必
要
が
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る
場
合
に
は
、
こ
の
陳

述
書
を
書
証
と
し
て
取
り
調
べ
た
結
果
に
基
づ
い
て
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
の
、
争
い
の
あ
る
点
に
つ
い
て
、
質

問
書
を
作
成
し
、
証
人
に
、
改
め
て
、
こ
の
質
問
書
に
沿
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た
回
答
を
書
面
で
作
成
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て
も
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た
上
で
、
こ
の
書
面
に
基
づ
き
事
実

認
定
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
。）
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⑵

　
次
に
、
証
拠
調
べ
に
お
け
る
陳
述
書
に
よ
っ
て
、
主
尋
問
を
代
替
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
争
点
整
理
の
段
階
で
陳
述
書
を
活
用
し
て
、
争
点
の
絞
り
込
み
を
行
っ
た
上
で
、
人
証
取
調
べ
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
尋
問
す
べ

き
内
容
は
す
で
に
争
点
に
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お
り
、
争
点
で
な
い
部
分
や
重
要
で
な
い
部
分
を
陳
述
書
に
肩
代
わ
り
さ
せ
て
省
略
す
る
余
地
は

な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
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そ
こ
で
、
争
点
整
理
手
続
を
経
な
い
場
合
や
、
争
点
整
理
手
続
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
調
べ
の
段
階
で
提
出
さ
れ
た
陳
述

書
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
争
点
整
理
手
続
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
調
べ
の
際
に
初
め
て
陳
述
書
が
提
出
さ
れ
る
場
合

に
は
、
争
点
整
理
手
続
の
目
的
か
ら
、
提
出
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
民
事
訴
訟
法
一
六
七
条
、
一
七
四
条
参
照
）。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
争
点
整
理
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
口
頭
弁
論
期
日
が
開
か
れ
、
証
拠
調
べ
段
階
で
初
め
て
陳
述
書
が
提
出
さ
れ
る

場
合
に
、
陳
述
書
に
依
拠
し
て
主
尋
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を
省
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る
こ
と
が
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れ
る
か
否
か
が
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と
な
る
。
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
、
主
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尋
問
を
省
略
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、
当
事
者
双
方
に
争
い
の
な
い
部
分
に
限
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
本
章
一

節
二
に
見
た
、
当
事
者
双
方
の
立
会
権
が
確
保
さ
れ
て
い
る
弁
論
準
備
手
続
に
お
い
て
、
当
事
者
双
方
に
争
い
の
な
い
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
内
容
な
ど
で
あ
る
。
争
点
整
理
手
続
を
経
な
い
場
合
に
は
、
ど
の
部
分
が
省
略
を
許
さ
れ
る
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
以
上
、

証
拠
調
べ
段
階
で
初
め
て
陳
述
書
を
提
出
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
主
尋
問
を
省
略
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。

　
⑶

　
最
後
に
、
人
証
取
調
べ
の
直
前
に
提
出
さ
れ
、
証
拠
開
示
機
能
お
よ
び
反
対
尋
問
準
備
機
能
を
担
う
と
言
わ
れ
る
陳
述
書
を
検

討
す
る
。
証
人
尋
問
が
実
施
さ
れ
る
前
に
、
尋
問
さ
れ
る
証
人
に
よ
る
陳
述
書
が
提
出
さ
れ
る
と
、
証
人
尋
問
で
の
証
人
の
応
答
が
前

も
っ
て
明
ら
か
に
な
る
た
め
、
反
対
尋
問
の
準
備
に
役
立
つ
と
さ
れ
る
。
特
に
集
中
証
拠
調
べ
が
実
施
さ
れ
る
現
行
法
下
で
は
、
次
回

期
日
で
の
反
対
尋
問
が
で
き
な
い
た
め
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
詳
細
な
尋
問
事
項
書
に
よ
る

べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
が
、
尋
問
事
項
書
で
は
、
証
人
の
応
答
ま
で
は
記
載
さ
れ
な
い
た
め
、
代
替
で
き
な
い
と
反
論
さ
れ
る
。

　
事
前
に
証
人
尋
問
の
内
容
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
有
意
義
な
反
対
尋
問
が
準
備
さ
れ
る
こ
と
は
、
充
実
し
た
口
頭
弁

論
に
有
用
で
あ
り
、
現
行
法
の
目
指
す
、
迅
速
か
つ
充
実
し
た
訴
訟
手
続
の
実
現
と
い
う
目
標
に
も
適
う
。
こ
れ
を
陳
述
書
に
よ
っ
て

実
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
問
題
は
、
陳
述
書
が
法
律
に
根
拠
を
持
た
な
い
書
面
で
あ
る
こ
と
を
別
に
す
る
と
、
陳
述
書
が
書
証
と
し

て
扱
わ
れ
る
た
め
、
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
証
人
の
供
述
内
容
の
う
ち
、
証
人
尋
問
で
は
尋
問
さ
れ
ず
証
言
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
も
、
陳

述
書
を
基
礎
と
し
て
事
実
認
定
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。）

11
（

し
た
が
っ
て
、
証
人
尋
問
の
前
に
証
人
に

よ
る
陳
述
書
を
提
出
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
も
の
の
、
ま
ず
、
⑵
で
見
た
通
り
、
陳
述
書
に
依
拠
し
て
主
尋
問
を
省
略
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
さ
ら
に
、
陳
述
書
の
記
載
内
容
の
う
ち
、
口
頭
の
尋
問
に
顕
出
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
は
、
反
対
尋
問
を
経
て
い
な
い
た
め
、

陳
述
書
を
基
礎
と
し
て
事
実
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。）

11
（
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第
三
節

　小
括

　
右
の
検
討
を
基
礎
に
、
当
事
者
公
開
主
義
が
陳
述
書
の
利
用
に
際
し
て
要
請
す
る
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
ま
ず
、
争
点
整
理
に
お
け
る
陳
述
書
の
利
用
に
対
し
て
は
、
当
事
者
の
立
会
い
を
保
障
し
て
、
陳
述
書
の
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ

検
討
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
陳
述
書
を
活
用
し
た
争
点
整
理
を
実
施
し
、
さ
ら
に
、
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
内
容
の
う
ち
、

当
事
者
間
に
争
い
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
を
、
当
事
者
の
一
致
し
た
陳
述
が
あ
り
自
白
が
成
立
す
る
と
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
判
決
の
基
礎
と
な
る
事
実
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
内
容
の
う
ち
、
当
事
者
が
争
う
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
証
拠
調
べ
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
際
、
こ
の
陳
述
書
を
書
証
と
し
て
取
り
調
べ
た
結
果
に
基
づ
い
て
事
実
認
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
陳
述
書
を
作
成
し
た

者
の
人
証
取
調
べ
が
要
請
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
手
続
原
則
と
解
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
相
手
方
当
事
者
に
尋
問
へ
の
立
会
権
を
保
障
し
た
上
で
、
陳
述
書
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
す
る
な
ど
の
反
対
尋
問
権
行
使
の
機
会

を
確
保
す
る
こ
と
で
、
手
続
経
過
に
影
響
を
及
ぼ
せ
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
陳
述
書
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
の
機
会
を
奪
う
こ
と
は
、
当
事
者
公
開
主
義
に
抵
触
し
、
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
争
い
の
あ
る
事
実
に
つ
い
て
、
証
人
に
よ
る
陳
述
書
が
複
数
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、
一
部
の
証
人
の
み
尋
問
さ
れ
た
た
め
、

尋
問
に
至
ら
な
か
っ
た
証
人
の
陳
述
書
に
つ
い
て
は
、
争
い
の
あ
る
事
実
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
一
人
の
証
人
を
尋
問
す
る
こ
と
が
要

請
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
相
手
方
当
事
者
に
は
、
反
対
尋
問
の
機
会
が
保
障
さ
れ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
同

様
の
内
容
を
持
つ
そ
の
他
の
陳
述
書
も
証
拠
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
証
人
尋
問
を
予
定
し
な
い
証
人
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第
三
節

　小
括

　
右
の
検
討
を
基
礎
に
、
当
事
者
公
開
主
義
が
陳
述
書
の
利
用
に
際
し
て
要
請
す
る
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
ま
ず
、
争
点
整
理
に
お
け
る
陳
述
書
の
利
用
に
対
し
て
は
、
当
事
者
の
立
会
い
を
保
障
し
て
、
陳
述
書
の
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ

検
討
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
陳
述
書
を
活
用
し
た
争
点
整
理
を
実
施
し
、
さ
ら
に
、
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
内
容
の
う
ち
、

当
事
者
間
に
争
い
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
を
、
当
事
者
の
一
致
し
た
陳
述
が
あ
り
自
白
が
成
立
す
る
と
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
判
決
の
基
礎
と
な
る
事
実
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
内
容
の
う
ち
、
当
事
者
が
争
う
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
証
拠
調
べ
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
際
、
こ
の
陳
述
書
を
書
証
と
し
て
取
り
調
べ
た
結
果
に
基
づ
い
て
事
実
認
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
陳
述
書
を
作
成
し
た

者
の
人
証
取
調
べ
が
要
請
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
手
続
原
則
と
解
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
相
手
方
当
事
者
に
尋
問
へ
の
立
会
権
を
保
障
し
た
上
で
、
陳
述
書
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
す
る
な
ど
の
反
対
尋
問
権
行
使
の
機
会

を
確
保
す
る
こ
と
で
、
手
続
経
過
に
影
響
を
及
ぼ
せ
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
陳
述
書
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
の
機
会
を
奪
う
こ
と
は
、
当
事
者
公
開
主
義
に
抵
触
し
、
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
争
い
の
あ
る
事
実
に
つ
い
て
、
証
人
に
よ
る
陳
述
書
が
複
数
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、
一
部
の
証
人
の
み
尋
問
さ
れ
た
た
め
、

尋
問
に
至
ら
な
か
っ
た
証
人
の
陳
述
書
に
つ
い
て
は
、
争
い
の
あ
る
事
実
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
一
人
の
証
人
を
尋
問
す
る
こ
と
が
要

請
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
相
手
方
当
事
者
に
は
、
反
対
尋
問
の
機
会
が
保
障
さ
れ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
同

様
の
内
容
を
持
つ
そ
の
他
の
陳
述
書
も
証
拠
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
証
人
尋
問
を
予
定
し
な
い
証
人
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に
よ
る
陳
述
書
は
、
原
則
と
し
て
提
出
が
許
さ
れ
ず
、
少
な
く
と
も
、
相
手
方
当
事
者
の
同
意
が
要
請
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
証
人
尋
問
に
お
け
る
陳
述
書
に
よ
る
主
尋
問
の
代
替
に
つ
い
て
は
、
争
点
整
理
を
経
て
い
る
場
合
に
は
、
争
い
の
あ
る
事

実
を
め
ぐ
っ
て
証
人
尋
問
が
実
施
さ
れ
る
以
上
、
陳
述
書
に
依
拠
し
て
尋
問
を
省
略
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
争
点
整
理
を
経
て
い
な
い
場
合
に
は
、
事
実
関
係
に
争
い
が
あ
る
か
ど
う
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
以
上
、
や
は
り
省
略

で
き
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
証
人
尋
問
を
実
施
し
、
相
手
方
当
事
者
に
尋
問
へ
の
立

会
権
お
よ
び
尋
問
の
際
の
反
対
尋
問
権
を
保
障
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
証
人
に
よ
る
陳
述
書
に
含
ま
れ
る
内
容
の
う
ち
、
証
人
尋
問
に
顕
れ
な
か
っ
た
事
実
に
つ
い
て
も
、
反
対
尋
問
を
経
て
い
な

い
た
め
、
こ
の
陳
述
書
の
み
に
基
づ
い
て
事
実
認
定
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
公
開
主
義
に
抵
触
し
、
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
わ
が
国
の
民
事
手
続
法
に
お
い
て
当
事
者
公
開
主
義
が
通
用
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
当
事
者
公
開
主
義
の
具
体
化
の
場
面
と
し
て
陳
述
書
の
利
用
の
場
面
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
で
の
当
事
者
公
開
主
義
の
要
請

を
検
討
し
て
き
た
。

　
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
当
事
者
公
開
主
義
の
中
核
的
な
内
容
に
は
、
口
頭
弁
論
（
特
に
証
拠
調
べ
手
続
が
念
頭
に
置
か
れ
る
が
、

第
三
章
第
一
節
で
見
た
通
り
、
弁
論
準
備
手
続
も
重
要
な
手
続
段
階
と
し
て
含
ま
れ
る
）
へ
の
当
事
者
の
立
会
権
お
よ
び
立
会
い
の
た

め
の
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
、
期
日
へ
の
当
事
者
の
呼
出
し
、
な
ら
び
に
記
録
閲
覧
権
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
当
事
者
公

開
主
義
が
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
当
事
者
に
、
手
続
主
体
と
し
て
手
続
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経
過
に
影
響
を
及
ぼ
せ
る
機
会
を
も
保
障
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
証
人
お
よ
び
当
事
者
尋
問

へ
の
当
事
者
の
立
会
権
だ
け
で
な
く
、
反
対
尋
問
権
の
保
障
も
要
請
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
第
二
章
で
見
た
陳
述
書
の
利
用
を
巡
る
従
来
の
議
論
か
ら
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
証
人
に
よ
る
陳
述
書
が
当
事
者
の

立
会
権
が
保
障
さ
れ
た
証
拠
調
べ
に
お
い
て
書
証
と
し
て
取
り
調
べ
ら
れ
る
だ
け
の
場
合
と
、
証
人
尋
問
を
実
施
し
て
当
事
者
を
立
ち

会
わ
せ
、
反
対
尋
問
権
行
使
の
機
会
を
保
障
す
る
場
合
と
を
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
、
当
事
者
の
手
続
主
体
性
の
点
で
比
較

す
れ
ば
、
後
者
の
方
が
よ
り
よ
く
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
当
事
者
公
開
主
義
が
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ど
の
程
度
の
内
容
を
要
請
す
る
の
か
を
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す

る
た
め
に
は
、
双
方
審
尋
主
義
の
内
容
お
よ
び
根
拠
、
な
ら
び
に
双
方
審
尋
主
義
と
当
事
者
公
開
主
義
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
双
方
審
尋
主
義
を
憲
法
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の

点
に
つ
い
て
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

　（
付
記
）
本
稿
は
、JSPS

科
研
費19K

231590001

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）
松
本
博
之
＝
上
野
泰
男
『
民
事
訴
訟
法

　
第
八
版
』（
二
〇
一
五
年
・
弘
文
堂
）
三
七
八
頁
〔
松
本
〕。

（
２
）
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
規
定
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
二
節
で
見
て
い
く
。

（
３
）
松
岡
義
正
『
民
事
証
拠
論
』（
一
九
二
四
年
・
巌
松
堂
書
店
）
一
九
六
頁
以
下
。
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経
過
に
影
響
を
及
ぼ
せ
る
機
会
を
も
保
障
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
当
事
者
公
開
主
義
は
、
証
人
お
よ
び
当
事
者
尋
問

へ
の
当
事
者
の
立
会
権
だ
け
で
な
く
、
反
対
尋
問
権
の
保
障
も
要
請
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
第
二
章
で
見
た
陳
述
書
の
利
用
を
巡
る
従
来
の
議
論
か
ら
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
証
人
に
よ
る
陳
述
書
が
当
事
者
の

立
会
権
が
保
障
さ
れ
た
証
拠
調
べ
に
お
い
て
書
証
と
し
て
取
り
調
べ
ら
れ
る
だ
け
の
場
合
と
、
証
人
尋
問
を
実
施
し
て
当
事
者
を
立
ち

会
わ
せ
、
反
対
尋
問
権
行
使
の
機
会
を
保
障
す
る
場
合
と
を
、
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点
か
ら
、
当
事
者
の
手
続
主
体
性
の
点
で
比
較

す
れ
ば
、
後
者
の
方
が
よ
り
よ
く
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
当
事
者
公
開
主
義
が
双
方
審
尋
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ど
の
程
度
の
内
容
を
要
請
す
る
の
か
を
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す

る
た
め
に
は
、
双
方
審
尋
主
義
の
内
容
お
よ
び
根
拠
、
な
ら
び
に
双
方
審
尋
主
義
と
当
事
者
公
開
主
義
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
双
方
審
尋
主
義
を
憲
法
と
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の

点
に
つ
い
て
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

　（
付
記
）
本
稿
は
、JSPS

科
研
費19K

231590001
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）
松
本
博
之
＝
上
野
泰
男
『
民
事
訴
訟
法

　
第
八
版
』（
二
〇
一
五
年
・
弘
文
堂
）
三
七
八
頁
〔
松
本
〕。

（
２
）
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
主
義
の
規
定
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
二
節
で
見
て
い
く
。

（
３
）
松
岡
義
正
『
民
事
証
拠
論
』（
一
九
二
四
年
・
巌
松
堂
書
店
）
一
九
六
頁
以
下
。
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（
４
）
山
木
戸
克
己
「
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
権
―
―
訴
訟
と
非
訟
の
手
続
構
造
の
差
異
に
関
す
る
一
考
察
―
―
」
同
『
民
事
訴
訟
理
論
の
基
礎
的
研
究
』

（
一
九
六
一
年
〔
初
出
・
一
九
五
九
年
〕・
有
斐
閣
）
五
九
頁
以
下
。

（
５
）
山
木
戸
・
前
掲
（
注
４
）
六
三
頁
。

（
６
）木
川
統
一
郎
＝
生
田
美
弥
子「
鑑
定
人
の
鑑
定
準
備
作
業
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
に
つ
い
て
」木
川
統
一
郎『
民
事
鑑
定
の
研
究
』（
二
〇
〇
三

年
〔
初
出
・
一
九
九
四
年
〕・
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）
四
五
七
頁
以
下
。
木
川
博
士
が
参
照
す
る
シ
ュ
ナ
ッ
プ
の
論
文
は
、
後
掲
（
注
12
）。

（
７
）
木
川
＝
生
田
・
前
掲
（
注
６
）
四
五
九
頁
。

（
８
）
松
本
＝
上
野
・
前
掲
（
注
１
）
四
七
九
頁
〔
松
本
〕。

（
９
）
三
木
浩
一
＝
笠
井
正
俊
＝
垣
内
秀
介
＝
菱
田
雄
郷
『
民
事
訴
訟
法

　
第
三
版
』（
二
〇
一
八
年
・
有
斐
閣
）
一
四
三
―
一
四
四
頁
〔
笠
井
〕。

（
10
）Stefan Späth, D

ie Parteiöffentlichkeit des Zivilprozesses. D
ie Inform

ationspflichten des G
erichts gegenüber den Parteien, D

iss. 

H
am

burg, 1995, S. 1.

（
11
）
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
条
文
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
編
『
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
典
―
―
二
〇
一
一
年
十
二
月
二
二

日
現
在
―
―
』（
二
〇
一
二
年
・
法
曹
会
）
を
参
照
し
た
。

（
12
）Friedrich E. Schnapp, Parteiöffentlichkeit bei Tatsachenfeststellungen durch den Sachverständigen?, Festschrift für C

hristian-Friedrich 

M
enger, 1985, S. 557 ff., S. 561; Petra H

öffm
an, D

ie G
renzen der Pareiöffentlichkeit, insbesondere beim

 Sachverständigenbew
eis, 

D
iss. B

onn, 1989, S. 3; R
osenberg/ Schw

ab/Peter G
ottw

ald, Zivilprozessrecht, 18. A
ufl., 2018, § 117 R

n. 42; Jauernig/ Burkhard H
ess, 

Zivilprozessrecht, 30. A
ufl., 2011, § 51 R

n. 20

な
ど
参
照
。
ま
た
、
池
邊
摩
依
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の
保
障
内

容
―
―
個
別
問
題
の
検
討
を
基
礎
と
し
て
―
―
」
法
雑
六
五
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
八
頁
以
下
、
四
五
―
四
六
頁
も
参
照
。

（
13
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
九
条
一
項
は
、「
当
事
者
は
、
訴
訟
記
録
を
閲
覧
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
裁
判
所
事
務
課
を
通
じ
て
、
正
本
、
抄
本
、

お
よ
び
謄
本
を
交
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
当
事
者
の
記
録
閲
覧
権
を
保
障
し
て
い
る
。

（
14
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
九
七
条
一
項
は
、「
当
事
者
は
、
証
人
に
対
し
て
、
事
件
ま
た
は
証
人
の
関
係
を
解
明
す
る
た
め
に
適
当
と
認
め
る
問
い
を
発
せ
し
め

わが国の民事訴訟法における当事者公開主義の保障内容
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――陳述書の利用をめぐる議論を手がかりに

る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
当
事
者
の
発
問
権
を
保
障
し
て
い
る
。

（
15
）Schnapp, a.a.O

.( A
nm

. 12) , S. 565 f.; H
öffm

an, a.a.O
.( A

nm
. 12) , S. 21 f.

（
16
）Schnapp, a.a.O

.( A
nm

. 12) , S. 561; H
öffm

an, a.a.O
.( A

nm
. 12) , S. 12-22; Späth, a.a.O

.( A
nm

. 10) , S. 31-42; Stein/ Jonas/ C
hristian

　
　

Berger, K
om

m
entar zur Zivilprozessordnung, 23. A

ufl. 2015, § 357 R
n. 1.	

池
邊
摩
依
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の

基
礎
法
理
―
―
当
事
者
公
開
原
則
の
妥
当
根
拠
を
中
心
に
―
―
」
法
雑
六
四
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
も
参
照
。

（
17
）Schnapp, a.a.O

.( A
nm

. 12) , S. 566.

（
18
）
ボ
ン
基
本
法
の
条
文
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
高
橋
和
之
編
『
新
版
世
界
憲
法
集
（
岩
波
文
庫
）』（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
し
た
。

（
19
）BVerfG

E 1, 418, 429; 6, 12, 14; 7, 53, 56f. V
gl. Eberhard Schilken, G

erichtsverfassungsrecht, 4. A
ufl., 2007, § 11 I R

n. 128.	

池
邊
・
前
掲（
注

16
）
二
一
七
―
二
一
八
頁
も
参
照
。

（
20
）H

öffm
an, a.a.O

.( A
nm

. 12) , S. 21 f.

（
21
）
詳
し
い
分
析
は
、
池
邊
・
前
掲
（
注
12
）
三
八
頁
以
下
、
要
請
の
整
理
は
、
八
二
―
八
三
頁
を
参
照
。

（
22
）西
口
元「
陳
述
書
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
―
研
究
会
の
報
告
を
兼
ね
て
」判
タ
九
一
九
号（
一
九
九
六
年
）三
六
頁
、北
尾
哲
郎「
陳
述
書
の
運
用
準
則
」

判
タ
九
三
七
号
（
一
九
九
七
年
）
五
七
頁
、
高
橋
宏
志
「
陳
述
書
に
つ
い
て
」
同
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
〔
下
〕
第
二
版
補
訂
版
』（
二
〇
一
四

年
〔
初
出
一
九
九
六
年
〕・
有
斐
閣
）
八
〇
九
頁
以
下
、
松
本
＝
上
野
・
前
掲
（
注
１
）
四
九
二
―
四
九
三
頁
〔
松
本
〕、
三
木
＝
笠
井
＝
垣
内
＝

菱
田
・
前
掲
（
注
９
）
三
〇
三
頁
〔
三
木
〕
な
ど
参
照
。

（
23
）
中
本
和
洋
「
陳
述
書
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
判
タ
九
三
七
号
（
一
九
九
七
年
）
五
四
頁
、
西
口
・
前
掲
（
注
22
）
三
六
頁
、
高
倉
太
郎
「
現
行
民

事
訴
訟
法
改
正
前
後
に
お
け
る
陳
述
書
の
役
割
の
変
遷
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
八
頁
な
ど
参
照
。

（
24
）
本
間
靖
規
「
人
証
の
取
調
べ
に
お
け
る
直
接
主
義
と
書
面
の
利
用
」
同
『
手
続
保
障
論
集
』（
二
〇
一
五
年
〔
初
出
・
一
九
九
九
年
〕・
信
山
社
）

三
八
九
頁
、
西
口
・
前
掲
（
注
22
）
三
七
頁
、
高
橋
・
前
掲
（
注
22
）
八
〇
九
頁
な
ど
を
参
照
。

（
25
）
笠
井
正
俊
「
陳
述
書
の
活
用
と
審
理
原
則
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
七
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
一
―
八
二
頁
、
本
間
・
前
掲
（
注
24
）
三
八
九
頁
、
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る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
当
事
者
の
発
問
権
を
保
障
し
て
い
る
。

（
15
）Schnapp, a.a.O

.( A
nm

. 12) , S. 565 f.; H
öffm

an, a.a.O
.( A

nm
. 12) , S. 21 f.

（
16
）Schnapp, a.a.O

.( A
nm

. 12) , S. 561; H
öffm

an, a.a.O
.( A

nm
. 12) , S. 12-22; Späth, a.a.O

.( A
nm

. 10) , S. 31-42; Stein/ Jonas/ C
hristian

　
　

Berger, K
om

m
entar zur Zivilprozessordnung, 23. A

ufl. 2015, § 357 R
n. 1.	

池
邊
摩
依
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
当
事
者
公
開
原
則
の

基
礎
法
理
―
―
当
事
者
公
開
原
則
の
妥
当
根
拠
を
中
心
に
―
―
」
法
雑
六
四
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
も
参
照
。

（
17
）Schnapp, a.a.O

.( A
nm

. 12) , S. 566.

（
18
）
ボ
ン
基
本
法
の
条
文
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
高
橋
和
之
編
『
新
版
世
界
憲
法
集
（
岩
波
文
庫
）』（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
し
た
。

（
19
）BVerfG

E 1, 418, 429; 6, 12, 14; 7, 53, 56f. V
gl. Eberhard Schilken, G

erichtsverfassungsrecht, 4. A
ufl., 2007, § 11 I R

n. 128.	

池
邊
・
前
掲（
注

16
）
二
一
七
―
二
一
八
頁
も
参
照
。

（
20
）H

öffm
an, a.a.O

.( A
nm

. 12) , S. 21 f.

（
21
）
詳
し
い
分
析
は
、
池
邊
・
前
掲
（
注
12
）
三
八
頁
以
下
、
要
請
の
整
理
は
、
八
二
―
八
三
頁
を
参
照
。

（
22
）西
口
元「
陳
述
書
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
―
研
究
会
の
報
告
を
兼
ね
て
」判
タ
九
一
九
号（
一
九
九
六
年
）三
六
頁
、北
尾
哲
郎「
陳
述
書
の
運
用
準
則
」

判
タ
九
三
七
号
（
一
九
九
七
年
）
五
七
頁
、
高
橋
宏
志
「
陳
述
書
に
つ
い
て
」
同
『
重
点
講
義
民
事
訴
訟
法
〔
下
〕
第
二
版
補
訂
版
』（
二
〇
一
四

年
〔
初
出
一
九
九
六
年
〕・
有
斐
閣
）
八
〇
九
頁
以
下
、
松
本
＝
上
野
・
前
掲
（
注
１
）
四
九
二
―
四
九
三
頁
〔
松
本
〕、
三
木
＝
笠
井
＝
垣
内
＝

菱
田
・
前
掲
（
注
９
）
三
〇
三
頁
〔
三
木
〕
な
ど
参
照
。

（
23
）
中
本
和
洋
「
陳
述
書
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
判
タ
九
三
七
号
（
一
九
九
七
年
）
五
四
頁
、
西
口
・
前
掲
（
注
22
）
三
六
頁
、
高
倉
太
郎
「
現
行
民

事
訴
訟
法
改
正
前
後
に
お
け
る
陳
述
書
の
役
割
の
変
遷
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
八
頁
な
ど
参
照
。

（
24
）
本
間
靖
規
「
人
証
の
取
調
べ
に
お
け
る
直
接
主
義
と
書
面
の
利
用
」
同
『
手
続
保
障
論
集
』（
二
〇
一
五
年
〔
初
出
・
一
九
九
九
年
〕・
信
山
社
）

三
八
九
頁
、
西
口
・
前
掲
（
注
22
）
三
七
頁
、
高
橋
・
前
掲
（
注
22
）
八
〇
九
頁
な
ど
を
参
照
。

（
25
）
笠
井
正
俊
「
陳
述
書
の
活
用
と
審
理
原
則
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
七
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
一
―
八
二
頁
、
本
間
・
前
掲
（
注
24
）
三
八
九
頁
、
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中
本
・
前
掲（
注
23
）五
四
頁
以
下
、北
尾
哲
郎「
書
証
そ
の
他
」三
宅
省
三
他
編『
新
民
事
訴
訟
法
大
系
―
―
理
論
と
実
務
―
―
第
三
巻
』（
一
九
九
七

年
・
青
林
書
院
）
六
七
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
26
）
坂
本
倫
城
「
陳
述
書
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
判
タ
九
五
四
号
（
一
九
九
八
年
）
四
頁
、
笠
井
・
前
掲
（
注
25
）
七
八
頁
、
西
口
・
前
掲
（
注
22
）

三
七
頁
な
ど
。

（
27
）
山
本
克
己
「
陳
述
書
問
題
に
つ
い
て
―
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
新
民
事
訴
訟
法
の
も
と
で
の
審
理
の
あ
り
方
』
を
契
機
に
―
―
」
判
タ
九
三
八
号

（
一
九
九
七
年
）
六
九
頁
以
下
七
一
頁
。
本
間
・
前
掲
（
注
24
）
四
〇
三
頁
、
中
本
・
前
掲
（
注
23
）
五
五
頁
も
参
照
。

（
28
）
西
口
・
前
掲
（
注
22
）
三
七
頁
な
ど
参
照
。

（
29
）
北
尾
・
前
掲
（
注
25
）
六
八
頁
。

（
30
）髙
田
昌
宏「『
証
拠
調
べ
の
直
接
主
義
』の
概
念
に
関
す
る
一
考
察
」石
川
明
＝
三
木
浩
一
編『
民
事
手
続
の
現
代
的
機
能
』（
二
〇
一
四
年
・
信
山
社
）

七
〇
一
頁
以
下
、
本
間
・
前
掲
（
注
24
）
三
八
三
頁
以
下
な
ど
。

（
31
）三
宅
省
三「
民
事
訴
訟
法
改
正
の
経
過
と
主
要
な
改
正
事
項
」同
他
編
集
代
表『
新
民
事
訴
訟
法
大
系
―
―
理
論
と
実
務
―
―
第
一
巻
』（
一
九
九
七

年
・
青
林
書
院
）
一
一
頁
、
小
山
稔
「
争
点
整
理
総
論
」
同
二
巻
二
二
〇
頁
、
山
本
和
彦
「
弁
論
準
備
手
続
①
―
―
立
法
の
経
過
と
目
的
」
同
第

二
巻
二
五
二
―
二
五
四
頁
な
ど
を
参
照
。

（
32
）
当
初
は
実
質
的
な
和
解
期
日
に
弁
論
も
併
行
し
て
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
、
和
解
期
日
に
和
解
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
に
も
当
該

期
日
を
無
駄
に
し
な
い
た
め
、
当
事
者
が
準
備
書
面
や
書
証
を
持
参
し
て
弁
論
行
為
も
行
う
よ
う
に
し
た
実
務
的
工
夫
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
争

点
整
理
の
場
と
し
て
、
よ
り
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
提
唱
・
実
践
さ
れ
、
多
く
の
支
持
を
得
て
、
実
務
の
知
恵
と
し
て
定
着
し
た
と
言
わ
れ

る
（
三
宅
・
前
掲
〔
注
31
〕
一
一
頁
、
小
山
・
前
掲
〔
注
31
〕
二
二
〇
頁
）。

　
　
　
後
に
、①
争
点
整
理
を
主
眼
と
し
、併
せ
て
和
解
を
試
み
る
「
争
点
整
理
重
点
型
」、②
和
解
の
試
み
を
主
眼
と
し
つ
つ
、和
解
が
不
成
立
に
終
わ
っ

た
場
合
に
も
争
点
の
整
理
を
果
た
そ
う
と
す
る
「
和
解
勧
試
重
点
型
」、
お
よ
び
③
本
人
訴
訟
に
お
い
て
口
頭
で
の
釈
明
を
促
し
争
点
を
整
理
し
つ

つ
、
時
期
を
見
て
和
解
を
試
み
る
と
い
う
「
本
人
訴
訟
対
応
型
」
と
い
っ
た
類
型
に
整
理
さ
れ
た
（「
民
事
訴
訟
の
審
理
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
大
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阪
地
方
裁
判
所
の
方
策
案
」〔
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
四
号
（
一
九
八
八
年
）
三
五
頁
〕
に
よ
っ
て
提
言
さ
れ
、分
析
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
）。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
類
型
も
当
然
な
が
ら
相
互
に
流
動
的
で
あ
り
、手
続
内
容
を
定
め
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、手
続
内
容
が
一
定
し
て
い
な
い
点
、

特
に
裁
判
官
に
よ
っ
て
運
用
が
違
う
点
が
、
弁
護
士
会
か
ら
の
批
判
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
た
。

（
33
）
山
本
和
彦
・
前
掲
（
注
31
）
二
五
二
―
二
五
三
頁
。

（
34
）
こ
の
点
、「
争
点
整
理
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
弁
論
兼
和
解
は
、
自
覚
し
た
裁
判
官
、
弁
護
士
に
よ
り
運
用
さ
れ
れ
ば
非
常
に
よ
い
成
果
を
上
げ

る
こ
と
が
出
来
た
反
面
、
そ
う
で
な
い
裁
判
官
、
弁
護
士
に
か
か
る
と
お
ざ
な
り
な
争
点
整
理
し
か
行
わ
れ
ず
、
ず
る
ず
る
と
和
解
へ
和
解
へ
と

流
れ
る
手
続
と
し
て
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
」
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
山
・
前
掲
〔
注
31
〕
二
二
〇
頁
）。

（
35
）
井
垣
敏
生
「
弁
論
準
備
手
続
③
―
―
適
切
な
事
案
の
選
択
」
三
宅
他
編
集
代
表
・
前
掲
（
注
31
）
第
二
巻
二
八
六
頁
、三
宅
・
前
掲
（
注
31
）
十
一
頁
、

小
山
・
前
掲
（
注
31
）
二
二
〇
頁
な
ど
を
参
照
。

（
36
）「
民
事
訴
訟
の
審
理
を
充
実
す
る
た
め
の
東
京
地
方
裁
判
所
の
方
策
案
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
四
号
（
一
九
八
八
年
）
三
二
頁
。

（
37
）
萩
原
金
美
「
い
わ
ゆ
る
『
弁
論
兼
和
解
』
に
関
す
る
一
管
見
」
判
タ
七
三
四
号
（
一
九
九
〇
年
）
八
頁
、上
原
敏
夫
「
訴
訟
の
促
進
と
審
理
の
充
実
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
一
号
（
一
九
九
一
年
）
二
二
〇
頁
、
西
野
喜
一
「
判
決
と
和
解
の
相
互
関
係
（
下
）」
判
時
一
三
七
二
号
（
一
九
九
一
年
）
六
―

七
頁
な
ど
。

（
38
）
木
川
統
一
郎
「
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
方
式
の
主
張
整
理
」
三
ケ
月
先
生
古
稀
祝
賀
『
民
事
手
続
法
学
の
革
新
（
中
）』（
一
九
九
二
年
・
有
斐
閣
）

二
六
三
頁
な
ど
。

（
39
）
竹
下
守
夫
「
民
事
訴
訟
の
改
善
と
新
た
な
審
理
モ
デ
ル
の
模
索
」
自
由
と
正
義
四
〇
巻
八
号
（
一
九
八
九
年
）
九
九
頁
。

（
40
）
鈴
木
正
裕
「『
弁
論
兼
和
解
』
方
式
に
つ
い
て
」
民
訴
雑
誌
三
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
頁
以
下
。

（
41
）
中
野
貞
一
郎
「
手
続
法
の
継
受
と
実
務
の
継
受
」
同
『
民
事
手
続
の
現
在
問
題
』（
一
九
八
九
年
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）
八
二
頁
。

（
42
）
松
本
＝
上
野
・
前
掲
（
注
１
）
三
八
〇
頁
〔
松
本
〕
参
照
。

（
43
）
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
編
『
民
事
訴
訟
手
続
の
検
討
課
題
：
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
と
そ
の
補
足
説
明
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
号

論　　説
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阪
地
方
裁
判
所
の
方
策
案
」〔
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
四
号
（
一
九
八
八
年
）
三
五
頁
〕
に
よ
っ
て
提
言
さ
れ
、分
析
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
）。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
類
型
も
当
然
な
が
ら
相
互
に
流
動
的
で
あ
り
、手
続
内
容
を
定
め
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、手
続
内
容
が
一
定
し
て
い
な
い
点
、

特
に
裁
判
官
に
よ
っ
て
運
用
が
違
う
点
が
、
弁
護
士
会
か
ら
の
批
判
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
た
。

（
33
）
山
本
和
彦
・
前
掲
（
注
31
）
二
五
二
―
二
五
三
頁
。

（
34
）
こ
の
点
、「
争
点
整
理
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
弁
論
兼
和
解
は
、
自
覚
し
た
裁
判
官
、
弁
護
士
に
よ
り
運
用
さ
れ
れ
ば
非
常
に
よ
い
成
果
を
上
げ

る
こ
と
が
出
来
た
反
面
、
そ
う
で
な
い
裁
判
官
、
弁
護
士
に
か
か
る
と
お
ざ
な
り
な
争
点
整
理
し
か
行
わ
れ
ず
、
ず
る
ず
る
と
和
解
へ
和
解
へ
と

流
れ
る
手
続
と
し
て
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
」
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
山
・
前
掲
〔
注
31
〕
二
二
〇
頁
）。

（
35
）
井
垣
敏
生
「
弁
論
準
備
手
続
③
―
―
適
切
な
事
案
の
選
択
」
三
宅
他
編
集
代
表
・
前
掲
（
注
31
）
第
二
巻
二
八
六
頁
、三
宅
・
前
掲
（
注
31
）
十
一
頁
、

小
山
・
前
掲
（
注
31
）
二
二
〇
頁
な
ど
を
参
照
。

（
36
）「
民
事
訴
訟
の
審
理
を
充
実
す
る
た
め
の
東
京
地
方
裁
判
所
の
方
策
案
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
四
号
（
一
九
八
八
年
）
三
二
頁
。

（
37
）
萩
原
金
美
「
い
わ
ゆ
る
『
弁
論
兼
和
解
』
に
関
す
る
一
管
見
」
判
タ
七
三
四
号
（
一
九
九
〇
年
）
八
頁
、上
原
敏
夫
「
訴
訟
の
促
進
と
審
理
の
充
実
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
一
号
（
一
九
九
一
年
）
二
二
〇
頁
、
西
野
喜
一
「
判
決
と
和
解
の
相
互
関
係
（
下
）」
判
時
一
三
七
二
号
（
一
九
九
一
年
）
六
―

七
頁
な
ど
。

（
38
）
木
川
統
一
郎
「
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
方
式
の
主
張
整
理
」
三
ケ
月
先
生
古
稀
祝
賀
『
民
事
手
続
法
学
の
革
新
（
中
）』（
一
九
九
二
年
・
有
斐
閣
）

二
六
三
頁
な
ど
。

（
39
）
竹
下
守
夫
「
民
事
訴
訟
の
改
善
と
新
た
な
審
理
モ
デ
ル
の
模
索
」
自
由
と
正
義
四
〇
巻
八
号
（
一
九
八
九
年
）
九
九
頁
。

（
40
）
鈴
木
正
裕
「『
弁
論
兼
和
解
』
方
式
に
つ
い
て
」
民
訴
雑
誌
三
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
頁
以
下
。

（
41
）
中
野
貞
一
郎
「
手
続
法
の
継
受
と
実
務
の
継
受
」
同
『
民
事
手
続
の
現
在
問
題
』（
一
九
八
九
年
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）
八
二
頁
。

（
42
）
松
本
＝
上
野
・
前
掲
（
注
１
）
三
八
〇
頁
〔
松
本
〕
参
照
。

（
43
）
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
編
『
民
事
訴
訟
手
続
の
検
討
課
題
：
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
と
そ
の
補
足
説
明
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
号

論　　説
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（
一
九
九
一
年
・
商
事
法
務
研
究
会
）
一
七
頁
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
準
備
手
続
を
改
正
し
て
制
定
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、

弁
論
権
和
解
手
続
と
の
関
係
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、審
議
会
の
委
員
か
ら
も
、弁
護
士
会
か
ら
も
、弁
論
準
備
手
続
は
、弁
論
兼
和
解
を
、

手
続
保
障
上
の
手
当
て
を
し
た
上
で
、
法
定
し
た
も
の
と
の
認
識
が
種
々
示
さ
れ
て
い
た
（
山
本
和
彦
・
前
掲
〔
注
31
〕
二
五
五
―
二
五
六
頁
な

ど
を
参
照
）。

（
44
）
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
編
『
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る
改
正
試
案
：
試
案
と
そ
の
補
足
説
明
、
検
討
事
項
に
対
す
る
各
界
意
見
の
概
要
』
別

冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
七
号
（
一
九
九
四
年
・
商
事
法
務
研
究
会
）
改
正
要
綱
試
案
一
〇
頁
以
下
、
補
足
説
明
二
二
頁
。

　
　
　
そ
の
ほ
か
、
証
拠
決
定
お
よ
び
書
証
の
取
調
べ
を
可
能
と
す
る
こ
と
、
弁
論
へ
の
上
程
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
固
め
ら
れ
、
失
権
効
の
程
度
に

つ
き
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
新
た
な
検
討
事
項
と
し
て
、
手
続
選
択
に
当
事
者
の
意
見
を
聴
く
べ
き
か
否
か
、
お
よ
び
、
相

当
と
認
め
る
者
の
傍
聴
を
許
可
す
べ
き
か
ど
う
か
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
二
月
の
『
民
事
訴
訟
手
続
に
関
す
る

改
正
要
綱
案
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
失
権
効
に
つ
い
て
は
、
弁
論
準
備
手
続
を
終
え
た
後
で
、
新
た
に
攻
撃
防

御
方
法
を
提
出
す
る
当
事
者
は
、
相
手
方
当
事
者
の
求
め
が
あ
れ
ば
、
弁
論
準
備
手
続
に
お
い
て
提
出
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
す
べ
き
も
の

と
さ
れ
、
手
続
に
付
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
者
お
よ
び
当
事
者
が
申
し
出
た

者
の
傍
聴
を
許
容
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
45
）
井
垣
・
前
掲
（
注
35
）
二
八
七
頁
、
松
本
＝
上
野
・
前
掲
（
注
１
）
三
八
一
頁
〔
松
本
〕、
新
堂
幸
司
『
民
事
訴
訟
法
〔
第
六
版
〕』（
二
〇
一
九

年
・
弘
文
堂
）
な
ど
を
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
弁
論
準
備
手
続
を
活
用
せ
ず
、
た
と
え
ば
、
交
互
面
接
方
式
に
よ
る
当
事
者
か
ら
の
事
情
聴
取
を

も
と
に
判
決
を
下
す
と
い
っ
た
よ
う
な
弁
論
兼
和
解
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
不
適
法
と
評
価
さ
れ
う
る
。
こ
の
点
、
井
垣
・
前
掲
（
注
35
）

三
〇
四
頁
は
、
交
互
面
接
方
式
を
不
適
法
と
ま
で
は
解
さ
ず
、
争
点
整
理
を
す
る
限
り
相
当
で
は
な
い
と
の
評
価
に
止
め
、
西
口
元
「
争
点
整
理

の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
」
判
タ
九
一
五
号
（
一
九
九
六
年
）
六
四
頁
は
、
手
続
の
透
明
性
や
当
事
者
自
身
に
よ
る
解
決
を
目
指
す
た
め
に
、
対
席

方
式
が
有
効
で
あ
る
と
す
る
。

（
46
）
坂
元
和
夫
「
弁
論
準
備
手
続
④
―
―
望
ま
し
い
運
用
」
三
宅
他
編
集
代
表
・
前
掲
（
注
31
）
第
二
巻
三
一
五
―
三
一
六
頁
に
よ
れ
ば
、「
当
事
者

わが国の民事訴訟法における当事者公開主義の保障内容

59 （熊本法学151号 ’21）

――陳述書の利用をめぐる議論を手がかりに

の
対
席
の
も
と
に
審
理
を
行
う
こ
と
は
、
訴
訟
の
基
本
原
則
で
あ
る
双
方
審
問
主
義
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
弁
論
準
備
手
続
は
口
頭
弁

論
の
準
備
の
た
め
の
手
続
で
は
あ
る
が
、
当
事
者
の
手
続
保
障
を
厚
く
す
る
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
」。

（
47
）
陳
述
書
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
前
述
、
二
章
一
節
⑵
参
照
。

（
48
）
前
述
、
二
章
二
節
⑵
参
照
。

（
49
）
笠
井
・
前
掲
（
注
25
）
八
三
―
八
四
頁
な
ど
参
照
。

（
50
）
こ
の
ほ
か
、
集
団
訴
訟
に
お
け
る
各
被
害
者
の
損
害
の
立
証
の
場
合
に
、
一
部
の
被
害
者
を
人
証
と
し
て
採
用
し
、
そ
の
他
の
被
害
者
に
つ
い

て
は
陳
述
書
で
足
り
る
と
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
（
中
本
・
前
掲
〔
注
23
〕
五
六
頁
注
八
参
照
）。

（
51
）
中
本
・
前
掲
（
注
23
）
五
五
頁
な
ど
参
照
。

（
52
）
前
述
、
一
章
一
節
⑶
参
照
。

（
53
）
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
現
在
の
実
務
か
ら
も
か
け
離
れ
た
運
用
で
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（「〈
座
談
会
〉
民
事
尋
問
に
お
け
る

現
状
と
課
題
」
岡
部
純
子
判
事
発
言
〔
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
一
六
年
一
一
月
号
〕
二
四
頁
、岡
山
弁
護
士
会
民
事
委
員
会
編
『
Ｑ
＆
Ａ
証
拠
説
明
書
・

陳
述
書
の
実
務
』〔
二
〇
一
四
年
・
ぎ
ょ
う
せ
い
〕
一
八
一
頁
な
ど
を
参
照
）。

（
54
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
計
算
関
係
の
説
明
な
ど
の
た
め
に
陳
述
書
が
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
、
松

本
＝
上
野
・
前
掲
（
注
１
）
四
九
二
頁
〔
松
本
〕
参
照
。
た
だ
し
、
書
面
尋
問
に
よ
っ
て
充
分
に
事
案
が
解
明
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
改
め
て
証

人
尋
問
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
留
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
（V

gl.M
ichael K

och, D
ie schriftliche Zeugenaussage gem

äß § 

377 A
bs.

Ⅲ	 ZPO
 und die G

rundsätze der U
nm

ittelbarkeit und Parteiöffentlichkeit, D
iss.  K

öln, 1996, S.158

）。

（
55
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、中
本
・
前
掲
〔
注
23
〕
五
四
頁
は
、争
点
整
理
手
続
で
間
接
事
実
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
十
分
な
争
点
整
理
が
で
き
て
い
れ
ば
、

集
中
証
拠
調
べ
に
お
い
て
も
陳
述
書
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
と
論
じ
る
（
た
だ
し
、中
本
弁
護
士
は
、陳
述
書
の
利
用
に
否
定
的
な
立
場
を
と
り
、

争
点
整
理
手
続
を
充
実
さ
せ
、
陳
述
書
に
代
え
詳
細
な
尋
問
事
項
書
の
提
出
等
に
よ
っ
て
証
人
尋
問
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
の
見
解
で
あ
る
）。
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の
対
席
の
も
と
に
審
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双
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、
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続
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頭
弁
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た
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手
続
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は
あ
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が
、
当
事
者
の
手
続
保
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を
厚
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す
る
も
の
と
し
て
評
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で
き
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」。

（
47
）
陳
述
書
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
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述
、
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節
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参
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（
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）
前
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、
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・
前
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（
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（
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）
こ
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、
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に
お
け
る
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被
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の
損
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に
、
一
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の
被
害
者
を
人
証
と
し
て
採
用
し
、
そ
の
他
の
被
害
者
に
つ
い

て
は
陳
述
書
で
足
り
る
と
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
（
中
本
・
前
掲
〔
注
23
〕
五
六
頁
注
八
参
照
）。

（
51
）
中
本
・
前
掲
（
注
23
）
五
五
頁
な
ど
参
照
。

（
52
）
前
述
、
一
章
一
節
⑶
参
照
。

（
53
）
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
現
在
の
実
務
か
ら
も
か
け
離
れ
た
運
用
で
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（「〈
座
談
会
〉
民
事
尋
問
に
お
け
る

現
状
と
課
題
」
岡
部
純
子
判
事
発
言
〔
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
一
六
年
一
一
月
号
〕
二
四
頁
、岡
山
弁
護
士
会
民
事
委
員
会
編
『
Ｑ
＆
Ａ
証
拠
説
明
書
・

陳
述
書
の
実
務
』〔
二
〇
一
四
年
・
ぎ
ょ
う
せ
い
〕
一
八
一
頁
な
ど
を
参
照
）。

（
54
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
計
算
関
係
の
説
明
な
ど
の
た
め
に
陳
述
書
が
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
、
松

本
＝
上
野
・
前
掲
（
注
１
）
四
九
二
頁
〔
松
本
〕
参
照
。
た
だ
し
、
書
面
尋
問
に
よ
っ
て
充
分
に
事
案
が
解
明
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
改
め
て
証

人
尋
問
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
留
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
（V

gl.M
ichael K

och, D
ie schriftliche Zeugenaussage gem

äß § 

377 A
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Ⅲ	 ZPO
 und die G

rundsätze der U
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ittelbarkeit und Parteiöffentlichkeit, D
iss.  K

öln, 1996, S.158

）。

（
55
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、中
本
・
前
掲
〔
注
23
〕
五
四
頁
は
、争
点
整
理
手
続
で
間
接
事
実
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
十
分
な
争
点
整
理
が
で
き
て
い
れ
ば
、

集
中
証
拠
調
べ
に
お
い
て
も
陳
述
書
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
と
論
じ
る
（
た
だ
し
、中
本
弁
護
士
は
、陳
述
書
の
利
用
に
否
定
的
な
立
場
を
と
り
、

争
点
整
理
手
続
を
充
実
さ
せ
、
陳
述
書
に
代
え
詳
細
な
尋
問
事
項
書
の
提
出
等
に
よ
っ
て
証
人
尋
問
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
の
見
解
で
あ
る
）。
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（
56
）
裁
判
官
に
は
見
せ
ず
、
当
事
者
間
で
の
み
交
換
す
る
と
い
っ
た
運
用
が
提
言
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
点
に
配
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
57
）
こ
の
運
用
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
証
人
尋
問
が
実
施
さ
れ
た
後
で
、
陳
述
書
が
取
り
下
げ
ら
れ
る
場
合
と
同
様
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
た
め
、
陳
述
書
を
提
出
す
る
意
義
が
失
わ
れ
る
と
の
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
陳
述
書
に
、
証
拠
開
示
機
能
お
よ
び
反
対
尋
問

準
備
機
能
の
み
を
担
わ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
証
人
尋
問
が
実
施
さ
れ
た
後
ま
で
、
証
人
の
陳
述
書
を
書
証
と
し
て
残
し
て
お
く
必
要
は
な
い
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
証
人
尋
問
が
奏
功
し
な
か
っ
た
場
合
に
備
え
て
陳
述
書
を
書
証
と
し
て
事
実
認
定
の
基
礎
と
し
た
い
と
い
う
目

標
が
あ
る
と
し
て
も
、
相
手
方
当
事
者
の
反
論
の
機
会
を
経
な
い
陳
述
を
判
決
の
基
礎
と
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
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